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問題の所在

　

清朝は，その征服過程と統治過程を通観してみると，それぞれ異なる旗の連

合瞼であり，それぞれ異なる部族の連合膿でもある。清朝の権力基盤は八旗で

あるが，－ルniｒｕ(1)は清代八旗制度の最も基本的な組織であり，その編制の

実態の把握が，八旗制度の研究の上で非常に重要であることは論を待だない。

この八旗制度の研究については，すでに数多くの優れた研究がある(2)。しか

（1）満洲語では八旗の基本的組織をニルと言い，それを管轄する長官をニル・ジャソギ

　

ソと言い，この二つは共に「佐領」と漢譚されている。本論では両者を匿別するた

　

め，組織名としての「niru」を片暇名「ニル」で，これを管轄する「nirui 」anggin」

　

長官を「ニル・ジャソギソ」と記す。

（2）中國における八旗ニル研究に関係した主な論考としては，以下のものを參照。

　　　

孟森〔一九五八〕，莫東寅〔一九五八〕，周遠廉〔一九八〇，一九八二〕，陳佳華

　　　　

〔一九八一〕，郭成康等〔一九八二〕，陳文石〔一九九一〕

　　

日本における八旗ニル研究に開係した主な論考としては，以下のものを參照。

　　　

安部健夫〔一九七一〕，三田村泰助〔一九六五〕，細谷良夫〔一九六八ａ，一九六

　　　

八ｂ，一九七七，一九七八，一九八三〕，阿南惟敬〔一九六六，一九七〇，一九

　　　

七一ａ，一九七一ｂ，一九七四，一九七五／三,一九七五／九〕，松浦茂〔一九九

　　　

〇，一九九五〕，楠木賢道〔一九九五ａ〕，増井寛也［一九八六，一九八九］，杉
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し，これまでの八旗制度の研究は，八旗の起源，ニルを統轄する八旗の旗王の

支配構造，姻戚開係などを探ることが中心であり，ニルそのものに焦鮎をあ

て，ﾆｰﾙにみられる様々な仕會問題を取り上げた研究は殆どない。その意味で

祀會史的な面からニルの貢態を探ることは，ニルを，ひいては八旗制度そのも

のを，より具腰的かつ寅質的に理解する上で大きな一助となるであろう。こう

した八旗ニル研究におけるオロソチョソ3)の位置づけを念頭に置きながら，本

稿でオロソチョソ・ニルoroncon niruを取りあげてみる。とりわけ部族集團

が八旗への編入した契機にはどのような要因が動き，ほかの部族と比べてどの

ような特色があったのか，それらに焦黙を営てて考察してみたい。まずは，こ

れまでオロソチョンについての主要な研究蓄積を概観してみよう。

　

オロンチョソについての研究は，これまで様々な著作が出版されてきたが，

それらは主に民族學あるいは人類學の分野から論じたものであった(4)。

　

これま

　　　

山清彦〔一九九八〕

（3）オロンチョソという表記については，満洲語では「Orton」，「０１０１０ｎ」，「Orocon」，

　　

「〇roncon」，「Oronco」などの異なった名将があるほか，漢文史料でも「俄兄屯」，

　　

「俄楽呑」，「俄倫春」，「俄倫呑」，「部羅春」，「部倫椿」，「厄倫春」と異なった音

　

詳がされている。日本でオロチ･,ソと書くのが普通であるが，本稿で槽案の中に満洲

　

語でoronconと書くことが多いため，オロンチョソと記す。oronconの語幹「oron」

　

は『御製清文鑑』（康煕四七（一七〇八）年序）巻十九，獣類二, 44 aに「oron buhu

　

i gebu, mafuta jolo i uju de gemu weihe bi, niyamala jembi, oronco i niyalma

　

ｕji丘takurambi, ffi|の名で，雄鹿，雌鹿の頭にみな角があり，コケを食べる。鹿の

　

人（ｏｒｏｎｃｏｉ niyalma)が養って遣わす」とあり，鹿の人(oronco ｉ niyalma)に

　

ついては『官衛名目』（光緒十五（一八八九）年）閑散類には「oronco ｉ niyalma」

　

の對詳は「打鹿人」と詳してある。オロンチョソ語では「oron」は「鹿」の意で，

　　

「-con」は名詞の接餅で，「…する者，…人」という意味で，あわせて「鹿人」とい

　

う意味になる。康煕年間の『龍沙紀略』物産に「部倫春無馬，多鹿，乗載呉馬無異，

　

廬帳所在皆有之。用芸任去，招之即末。有殺食之，斯不復至」とあるように，オp y

　

チョソ人が鹿を飼育して，生活の中で利用することから名附けたと思われる。現在の

　

中國で少敷民族の一つである「部倫春族」は，この清朝時代のオロソチョソを母胎と

　

して構成された集團であるが，その一部が現在中國の鄙温克族（すなわち清朝時代の

　

ソロソ）にも含まれていると考えられる。

（4）中國におけるオロンチ・ソ族に闘する主な著作と論文としては，以下のものを參

　

照。

　　　

布特喰阿勒坦鳴塔〔一九三三〕，于多三〔一九三三〕，内蒙古少敷民族吐會歴史調

　　　

査組，内蒙古歴史研究所〔一九六三ａ，ｂ〕，秋浦〔一九八〇〕，呂光天〔一九八

　　　

一〕，部倫春簡史編寫組〔一九八三〕，唐道幅〔一九八三〕，鄭東日〔一九八五〕，

　　　

柴徳森，唐俊珊〔一九八六〕，趙復興〔一九八七，一九九－〕，沈斌華，高建綱

　　　　

〔一九八九〕，白藍〔一九九一〕，韓有峰〔一九九－〕，都永浩〔一九九三〕

　　

日本におけるオロソチョソ族に関係した主な著作と論文としては，以下のものを參
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で中國での研究は漢文史料のみによる限られた研究であり，満洲語の槽案史料

に基づいた貴鐙的な研究といえるようなものは存在せず，概説や概観に終始し

たものが殆どである。また，史料だけの間題ではなく，オロソチョン仕會をあ

らかじめ原始的であると規定した上で，斂述されている場合が多く，オロソチ

ョソ・ニルがいかなる過程を経て編制されたのかという基本的な問題にはほと

んど鱗れていないものが多かったのである。『清賓録』，『大清會典』，『理藩

院則例』，『清朝三通』などの基本的な編纂史料には，オロソチョソに開して

ごく断片的な記事しか牧録されていない。また，清朝時代になされた黒龍江方

面の部族についての研究としては，何秋濤〔一八五八〕，曹廷傑〔一八八五〕

などの著作が學げられるが，いずれも簡略に過ぎなかったり，或いは『清貴

録』，『清朝文献通考』等に記載されているオロンチョソに関連する部分を引

き寫したものに過ぎなかったりする。このほか清末宣統年間には，趙春芳によ

って『那倫春調査記』が書かれたという記録があるが，これまでのところ，こ

の書物について詳しいことはわかっていない（5）。以上のことからすれば，清代

における瀧洲語史料を使って，オロンチョソのニル編制を解明しようとした先

行研究は皆無といってよいであろ‰

　

そのような中，ごく最近になって満洲語橋案史料に基づいた具服的な研究が

いくつか翌表された（劉小萌〔一九九一〕，郭美蘭〔一九九四〕，柳渾明〔一九九四，

一九九五〕，加藤直人〔一九九七Ｄ。これらの研究は「徒民編旗」或いは「逼民」

などの硯鮎から捉え，幾つかの興味深い問題を提起している。本稿の問題間心

と重複するものではない。また本稿に開連する最近の研究としては，郭美蘭

　

〔一九九四〕がある。この論文は，槽案史料を利用して，光緒年間に成立した

オロソチョソを管轄する興安城副都統衛門について，初めて概説した論文であ

る。しかしながら，早期のオロソチョソに開する具服的なニル及び八旗が形成

　

照。

　　　

治安部參謀司調査課〔一九三九／九，一九三九／十ａ，ｂ〕，佐々木亨C一九九

　　　

四〕，加藤直人C一九九七〕，柳渫明〔一九九五，一九九七〕

（5）『愛璋蒜志』は，この書物を參考文献として皐げているので，この本の存在が確認

　

される。調査記事に闘しては『黒龍江少敷民族』二頁「興東道派員赴遜河調査遜務日

　

記摘録，宣統二年十一月十九日」，六四頁「漠河設治員趙春芳鳥馨復査明漠河及珠属

　

山里耶倫春部落人敷常任地鮎生活情状登配以官職各情呈，民國三年六月二七日」から

　

調査過程とオロソチョソの状況が窺える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－３－
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される歴史とその編制によって生じた此會構造の問題には殆ど鯛れていない。

　

清代のオロッチョソに闘する槽案史料は，未だ本格的に研究の對象とはなっ

ていない。無論，これまでその存在は知られてはいたが，史料として充分には

活用されてはこなかった。中國第一歴史槽案館および黒龍江省槽案館，遼寧省

槽案館にはオロソチョソ，ソロソsolon,ダグルdagurなど，中國東北に活躍

していた各部族に閲する詳細な記事を含んだ幾つかの檀案類が所蔵されてい

る。例えば『黒檀』（6），『衆副』(7)『月摺』（8），『呼倫貝爾副都統衛門』(9)『光

緒朝殊批奏摺』などである。このほかニル根源冊としては，『清代譜牒槽案』

　

（内閣）の中にオロンチョソ世管ニルの根源冊が含まれていることがすでにわ

かっている帥。現段階において筆者が確認している限りでは，オロソチョソ・

ニルの根源を調べることのできる史料に，東洋文庫に所蔵されている『黒龍江

鍍藍旗ダグル・ニルゴルムボ承襲世管ニル執照』（漢文）がある㈹。これらの槽

案史料は，未だ不明な黙が多いとされる大小興安嶺オロソチョン，ソロソ，ダ

グルなどの部族の祀會制度を解明し，清朝の支配システムの根幹に迫ることを

可能に｡する第一級の價値をもっきわめて貴重な史料である。

　

このような先行研究・史料状況の中で，各先學の成果に捷りっっ，本稿で

は，現在すすめっっある清朝八旗ニル祀會の研究の一環として，あえて狩猟

を本業とするブトハ・八アバbuthai jakun aba 或いはブトハ・八ジャラン

buthai iakun ｊａｌａｎ徊（以下は「八團」と略啓）の中に含まれたオロソチョソ・ニ

I
Ｄ

D
≫
-

Ｏ
Ｏ

Ｃ
Ｔ
>

く
ぐ
ぐ
く

的
㈲

　

『黒檀』については，楠木賢道〔一九九六〕を參照。

　

『泉副』については，屈六生〔一九九五〕を參照。

　

『月摺檀』については，呉元豊〔一九九五〕を參照。

　

遼寧省檀案館所蔵の『呼倫貝爾副都統衡門徨案』に開しては未だ詳しいことは紹介

されていない。筆者は一九九九年三月遼寧省檀案館に知人を訪問した際，閲覧し，そ

して「呼倫貝爾副都統衡門」と題された櫨冊を見ることができた。それには光緒二三

年から民國六年までの徨案が含まれ，呼倫貝爾に関するモンゴル関係の文書以外に，

クマル・オi=･ンチョソ(kumar oroncon 庫馮爾那倫春），ト・ジュグソ・オロソチ

ョッ（to jugun 托路耶倫春）の記事も多く見られた。特に興味深いのは，光緒年間

の槍案以外，中華民國六年正月(dulimbai irgen gurun ninggun aniya aniyai

biya),共戴(geren tukiyehe)などの中華民國及び呼倫貝爾濁立に際しての文書ま

でが含まれている鮎である。なお，この徨案の来歴に関しては未だ不明である。槍案

の内容は全て満洲語で書かれている。また未公開である。内蒙古自治匪徨案館所蔵の

r呼倫貝爾副都統衛門檎案』に関しては柳滞明〔一九九二〕を參照。

　

『譜牒徨』については，楠木賢道〔一九八七〕を參照。

細谷良夫〔一九六八，一九七七〕，紳田信夫〔一九七八〕を參照。

　　　　　　　　　　　　　　　

－４－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

624

ルだけ取り上げる。理由としては二つあり，まず第一黙として，満洲八旗の中

核組織となる部族に對する詳細な記逃に比べて，少し遅れて編制された黒龍江

流域のプトハの諸部族に對する叙述が簡略に過ぎないという感があり，なおよ

り詳細な研究すべき蝕地があるからである。さらに第二鮎として，オロソチョ

ソのニル編制とロシア東進による國際情勢との連動性が，『黒槽』などの満洲

語史料の分析により，その編制過程と責態が明らかに再構成し得るからであ

る。

　

なお，本稿では，満洲語のローマ字韓寫はp. G. von Mollendorff〔1892〕の

方式を用いて表記する。

第一章

　

清朝の黒龍江遠征とブト八八圖の設立

　　

第一節

　

黒龍江遠征とソロソ部のニルヘの編制

　

清初の太祖ヌルハチ天命元（一六一六）年から黒龍江への遠征が行われ，モ

の後，天聴八（一六三四）年，崇徳五（一六四〇）年，崇徳八（一六四三）年，順

治十一（一六五四）年，順治十七（一六六〇）年の五回にわたって，黒龍江上流

から下流までの廣い範圖におよぶ大規模な征服活動が行われた。その最大の理

由は，ロシアの東進と共に黒龍江周漫部族のニルヘの編制と大量の毛皮貿易を

濁占するためである。このことについては，古く清朝の何秋濤による研究から

今に至るまで，敷多くの研究が行われてきた叫。最近の研究としては，日本の

吻

　

ブトハについては『布特喰志略』自叙に「布特喰（ブトハ）名栢自清始，印腸語譚

　

漢打牲，因土人打牲生活故名。」と説明している。また『八旗文経』巻五に「布特恰

　

華言虞猟也。其人世以猟詔具事」とある。ブトハは満洲語でbuthaと書く，意味は

　　

「漁猟者」で，漢文では「漁猟，打牲，虞人」と漢詳し，「布特喰，布戎海」とも音

　

譚されて表す。これに件う「ブトハイ・^^･'^ buthai haha」（打牲丁）を「布特喰壮

　

丁，布特喰牲丁，打牲丁」と漢文史料の中によく現れる。「haha」は「男，丁」の意

　

味である。本稿では「打牲丁」と記す。打牲丁はほかに「ブトハイ・ウライ・-*> y^

　　

（プトハのウラ（鳥拉）丁），ジャクン・ハライ・ブトハイ・>'N-'N (八姓打牲丁），イ

　

ラソーハライ・ブトハイ・y^ -'^(三姓打牲丁）」などの呼稀がある。本稿では専ら黒

　

龍江勝軍に所轄されたソロソ，ダグル，オロソチilンを指す。

叫

　

中國の代表的な著作は以下のものを參照。

　　　

何秋濤〔一八五八〕，曹廷傑〔一八八五〕，中國牡會科學院近代史研究所〔一九七

　　　

八〕，夏且大學歴史系『沙俄侵華史』編寫組〔一九八六〕，劉民需，孟憲章［一九

　　　

八九］

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－５－
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研究者である阿南惟敬［一九七九］と吉田金一〔一九八四〕，松浦茂〔一九八

七，一九九〇，一九九一，一九九四，一九九五，一九九九，二〇〇〇〕等によ

る優れた研究があり，営時の黒龍江地域の枇會情勢が一段と明らかになってき

た。それらの中で最も注目すべき先行研究は，阿南惟敬の研究である。氏は，

清の太宗時代，黒龍江上流地方に居住していた部族には，フルハ（虎爾吟部），

サハルチア（薩吟爾察部），ソロソ（索倫部）㈲の三つの代表的な集團があったと

いうことを正確に指摘し，その上でその居住地域は，フル八部が最も清に近

く，黒龍江城の東南部にあり，ついでその北，黒龍江城附近ゼーヤ川の沿岸に

かけてサハルチヤ部があり，そしてソロソ部は最も北方の黒龍江沿岸を占めて

いたのではないか，と推測している。また吉田金一はロシア語・滞・漢文の多

言語史料を駆使して，阿南惟敬と同じ結論を出している。このほか，松浦茂は

黒龍江地域の部族及び地名の確定について，より精緻な研究を翌表している。

しかし，これらの研究はいずれも部族の生活地域を指摘したに止まる。

　

さて，オロソチョソを取り上げる前に，清初オロソチョソを含んでいたと考

えられるソロソなどの部族を清朝側はどのような硯鮎で捉えていたかを説明す

ることにしたい。

　

清朝は詔皮を貢物として納める黒龍江の各部族については，常初からデル

ギ・ゴｐ dergi golo (東藩・東路・東方・東省，以下「東藩」と稀す）或いは「蒙

古官員」として捉えていた。

　

例えばr内國槽』崇徳三（一六三八）年十二月初

五日に

　　

初五日は叩頭する日。聖なるハソが出て崇政殿に座った後，東藩の詔皮を

　　

朝貢しに来た黒龍江のバルダチbaldaci (巴爾達斉）帥エフefu (鮒馬）の

　　

日本の代表的な研究としては，以下のものを參照。

　　　

阿南惟敬〔一九七九〕および吉田金一〔一九八四〕，松浦茂［一九八七，一九九

　　　

〇，一九九一，一九九四，一九九五，一九九七］

㈲

　

ソロソに闘しては『異域録』上巻，四七頁「solon be oros kamnihan sembi, geli

　

tunggus sembi, oron buhu be ujihebi, buhu i boco sahun, beye eihen, losaｉ

　

gese bi, solon sa, aciha acire, sejen tohoro de baitalambi」，「ソl=2ンをオロス

　

はカムニハソという。またトングースという。鹿を養ったのである。鹿の色はやや白

　

く，箆は詰，謂のようである。ソロンらが荷物を揃い，車に繋いで用いるのである。」

　

また今西春秋〔一九六四〕『校注異域録』九三一九四頁，柳渾明〔一九九七〕を參

　

照。

呻

　

バルダチについては『通譜』巻三六「巴爾達斉」と『北京圓書館蔵北京歴代石刻拓

- ６－
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弟サハリヤソsahaliyan (薩崎連），ブルブル村のフィヤング（費揚果・費揚

　　

古），ウェレ村のウヂカソ（呉地堪），ウルス村のマングジュ（芒古楚・莽古

　　

朱），彼らの仲間hoki叫五十一人，ソロンのボムボホルｂｏｍｂｏｈｏｒ（悸木博

　　

果爾），トテイなどの九人を會見確で叩頭した。質確官の呼びかけに従って

　　

三回脆いて九回叩頭した吼

とあるように，ここで「東藩」という言葉を用いている。さらに皇帚が接見し

ている崇政殿とは，盛京の宮廷の大清門の中にある正殿であり，太宗が外國の

使者及び蒙古王公大臣などの「トレリギ・ゴロ」(tulergi golo 外藩，以下外藩と

蒔す）叫を接見する場所でもある吼このようなことからすれば，崇徳三年には，

黒龍江鮒馬であるバルダチの弟サハリヤソ等五十一人とソロソのボムボホル叫

等九人に對して清朝は「ゴロ(golo藩，路，省）」として接見していることが明

らかである。更に，崇徳四（一六三九）年正月初九日，「賞来朝蒙古官員」斡の中

　

本彙編』（清）第六一冊（中州古籍出版社，一九九〇年），六五頁の「ｕ」ui 」ergi

　

ashan i hafan baldaci i bei bithe一等阿思喰喰番巴爾達奇碑文」満漢合壁の碑文

　　

（原碑は現在北京石刻話術博物館に所蔵）と同碑の漢文は『雪展尋碑録』巻一（『遼

　

海叢書』五，遼瀋書社，一九八五年）「一等阿思喰恰番巴爾達奇」を併せて參照。

㈲

　

hokiについては『御製噌訂清文鑑』（乾隆三十六年序（一七七一））人部・朋友類

　

に「黛類」と漢譚されている。満洲語で「gucu duwali be hoki sembi 友人関係を

　

hokiという」と解憚している。 hokiの語源は恐らく中國語の「火計，伏計」から借

　

用されたものであろう。営時の人間関係を結ぶ共同膿で，本稿では「仲間」と詳す。

㈲

　

『内國橋』崇徳三年十二月初五日満洲語原文「dergfi golo」に闘しては中國第一歴

　

史徨案館編『内國橿詳』（天聴朝，崇徳朝，上，三九五頁）には「外藩」と譚されて

　

いるが，『太宗録』（順治漢文版）には「東藩」と漢譚し，『康煕會典』巻七七，磯

　

部三八，下程路費には「東方」と漢譚してあり，「dergi golo」は「東藩一東路・東

　

方」と譚すべきである。

叫

　

「外藩，藩部」については，片岡一忠［一九九一］，第一章，第一節，清朝の翌展

　

と藩部の成立，及び同節注九と論文〔一九九八〕を參照。

叫

　

崇政殿については，内藤虎次郎〔一九三五〕崇政殿の圖に「奉天府城ノ中央二位置

　

セル盛京故閥ノ正殿ニシテ清ノ太宗崇徳二年ノ創建ニカカル黄粕瓦ヲ以テ葺キ五彩燦

　

爛タリ殿前二日碁及ビ嘉量アリ」と解説されている。このほか崇政殿に関する詳細な

　

研究は，瀋陽故宮博物院編〔一九八七〕の五一一五四頁を參照されたい。

倒

　

ボムボホル（博木博果爾）については古清尭〔一九九四〕を參照。

剛

　

『叢編』七五一一三八頁「盛京吏戸破兵四部文」破部文，四賞賜来朝蒙古官員に

　　

（崇徳三年十二月三十日）賞索倫部博木博果爾掛緞面羊皮里嬢沿水顕皮裂一件…。ま

　

た，磯部文，十賞賜来朝蒙古官員の中にも

　　　

東路黒龍江地方額鮒巴爾達斉弟薩連，費揚古，呉地堪，莽古楚等五十一人。索倫

　　　

部落博木博果爾，鳴凌阿，瓦岱等六人，圖特依等三人…共九十三人，来朝貢詔

　　　

皮。

　

とある。
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にツロッのボムボホル，および黒龍江騎馬であるバルダチの弟サハリヤソ，フ

ィヤッグ，マングジュ，ウヂカフ等の四人を取り上げて賞している。この時黙

では彼らを「蒙古官員」として認識しているのであり，すなわち，黒龍江各地

の部族を一つの「ゴｐ」として，「外藩」であるモンゴルなどの部族と同様に

扱っているということがわかる。

　

こうした例はほかにも見られ肋，これ以後の

順治時代には，ソ･=･ソ部のニル・ジャソギンnirui janggin (牛泉章京）らが貢

詔に爽たとき，磯部が何日も績けて宴席を設けてもてなしていることからも，

ソロソ部を「東藩」として捉えていることが分かるのである匍。

　

ソ1=･ソ・オロ

ソチョソを清初の時黙で「東藩」という概念で捉え，しかも「外藩」と同じ扱

いをしていたということは興味深い。

　

オロンチョソという名稀が初めて『清貴録』に現れるのは，崇徳五（一六四

○）年三月サムシカsamsika (薩穆什喀）・ソオハイｓｏｏｈａｉ（索海）等が黒龍江

上流のソロン地方へ征服に赴いたときである伽。そこには，「オロトソ」（俄見

屯）の名を見ることができる。『太宗録』巻三十二，崇徳五年三月己丑の條に

よると，

　　

……ウルスulusu (几魯蘇）村にボムボホル（奔博果兄・博木博果爾），　ソμ

　　

ソ（瓊倫），オロトソorton (俄兄屯），キレリkileri (奇勒里），ジソキリウ

　　

ラjingkiri ula（精奇里江・京奇里几頼）のブヂソbu ding（布丁屯）村より

　　

東，ウムネケｕｍｎｅｋｅ（瓦木内克），ハバナbahana(巴喰納）より西，サハ

　　

リヤソsahaliyan ula（黒龍江・査喰量几頼）のエルトeltu (厄兄兎）村より

　　

東，アリチアソalican (阿里閑）より西，雨川の六千人の兵士が来て，正

匈

　

このほか，『内國雄渾』順治朝（中）四七七頁にも

　　　　

（順治五年六月十五日）是日，前来貢拓之索倫牛条章京阿済布，達巴斉穏爾，縦

　　　

郎阿達爾漢一行六十三人，均于磯部殺牛羊，備席宴之。

　

とあり，『内國雄渾』順治朝，下，三一八頁

　　　　

（順治八年八月十一日）是日，前来進貢拓皮之十六牛条索倫索龍阿達爾漢一伏共

　　　

六十四人，七月十七日，磯部宰牛一，羊三，設三十巣鑓席，酒十壇，鑓賓如例。

　　　

依此宰牲，設席，于十九日，二十一日，二十四日共鏡宴四次。再，二十六日以翁

　　　

行燈，宰羊三，酒三壇，于迎翁處宴資如例。

　

とある。

叫

　

『内史雄』順治五年六月十五日，順治十一年八月十一日（中國語渾は『内史槽詳』

　

順治朝，中，四七七頁と『内國雄渾』順治朝，下，三一八頁）を參照。

助

　

太宗の黒龍江征服については，阿南惟敬〔一九七九〕を參照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－８－
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藍旗の後ろに来襲した呻。

とあり，ここで現れた部族の名前の中に，ソロソとキレリ以外の部族として

「オl=’トソorton」が現れる。この記載が史料の中に現れてくる，オロソチョ

ソの最初の記載であると推測される。

　

この史料からわかるように，営時叛局Lを起こしたソロソ部頭目ボムボホル等

の連合軍はオロソチョソ・キレリを含めて六千人に至ったのである。この戦い

は，ボムボホル等の連合軍の敗退に終わり，同年四月，ソオハイ，サムシカは

ソロソ地方より凱旋した。『太宗録』（縄文版）倦五十一，崇徳五年五月十八日

の諭によれば，皇帚が理藩院の官員に命じて，ソロソの来降するものを奨励

し，外藩であるモンゴルのゴロロス部と共に，ウタマル，ゲレソエレス，アソ

ガチャ地方に居住させ，首領に営たる有能な者に官職のニル・ジャソギソを呉

え，ニルに編制して，全て八二ルに編制したのである。この事例の中で理藩院

が開呉していることから，「東藩」であるソロソが「外藩」モンゴルと一緒に

統轄されたことが再び澄明される。この時期に編制されたソロソなどの部族は

後にブト八八團の母胎になっていく，これを明らかに述べるため，つづいて康

煕年間における黒龍江の建設とブト冷八圖の編制，そしてオロソチョソとの関

係について考察することにする。

　　

第二節

　

オロソチョソ・ニル編佛l

　

順治年間に入ると黒龍江地方ではソロソ部の中にブフ・タクララ・ソロソ

(buhu takurara solon鹿を遣わすソロソ，以下「使鹿ソロソ」と蒔す），ブフ・タク

ララ・アイマソ(buhu takurara aiman鹿を遣わす部，以下「使鹿部」と蒔す）或い

はブフ・タクララ・オロソチョソ(buhu takでJraraoroncon 鹿を遣わすオロンチ，

ソ，以下「使鹿オロソチョソ」と稲す）という名将が史料上に頻出するようにな

る。

　

順治十一（一六五四）年，清朝政府は黒龍江上流地域のソロソなどの部族を

鍬江流域へ移住させた叫。

　

いっぽうソロソの傅説によると，ソロソ人達は黒龍

叫

　

漢文だけで部族名と地名を確定するに難しいので，『太宗録』（猫文版）巻三二，

　

崇徳五年三月の條と『太宗録』（順治漢文版）倦三二，崇徳五年三月の條を參照。

紳

　

楠木賢道〔一九九五ｂ〕を參照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－９－
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江の北側にいて，ロシア人と戦って敗れ，泳げる人が黒龍江の南に逃げてきた

と述べている匈。康煕時代にはいると黒龍江地方では漁猟を意味するブトハと

いう呼稀がよく現れるようになる。このブトハという名将は，営時は主に黒龍

江周漫地域で狩猟・漁笏・遊牧で生活しているソロソ，ダグル，オロソチョソ

三つの部族をさしており，同時に彼らが狩猟生活をする場所を指す場合にもし

ばしば用いられる。

　

まず康煕時代の黒龍江涜境地帯は周知のように，清朝とロシアが衝突し，ヤ

クサ城の孚奪戦が行われ，のちにネルチンスク條約が結ばれる。この聞ロシア

と郊接しているソロソ，ダグル，オロソチョソ等の部族は，黒龍江退境地帯の

最前線にいたことは言うまでもない。このような事情の中で，黒龍江上中流域

雨岸に住むソロソ，ダグル，オロソチョソ等の部族は，清朝とロシアの聞でど

のような立場にいたのであろうか。そして，郊接するロシアといかなる問題が

生じていたのであろうか。これに對して清朝がどのような政策で對嘸していた

か，という具腰的な問題を究明するために，オロソチョソに對する政策の一つ

を取り上げて説明することにする。

　

康煕時代のオロソチョソとロシアとの関係については，『康煕起居注』に以

下の記述がある。

　　　

（康煕二十四（一六八五）年六月初四日）……再び論を傅えて言うことに

　　　

「朕萬事を見るには，必ず周詳熟審して，はじめて貪欲を獲るのであり，

　　

かりそめにも軽率に行動してはいけない。

　

以前，尚書のミソガソダリ（明

　　

安達謄）が軽率に進んで，食糧の輪逡が閲に合わず，勝軍シャルフダ（沙

　　

爾呼達），バハイ（巴海）等は計を失し，途中で戻って来たから，途にｐシ

　　

アを騏傲にいたらせ，ソロン，キレリ，オロソチョン等が心に疑いを抱い

　　

たのである。これらは全てこの故による匍。

匈
叫

全國人民代表大會民族委員會辨公室編〔一九五七〕，九頁を參照。

以下は『康煕起居注』（中華書局，一九八四年）より引用したものであるが，他の

史料に載せられた関連記事にはオロソチ，ンは登場しない。『康煕起居注』第二冊，

一三三五頁に

　　

……復出傅論目，朕観凡事，必周詳熟審，方獲賓数，不可萄且軽率。前因尚書明

　　

安達膿軽進，糧不得縫，勝軍沙爾呼達，巴海等失計，半途而蹄，途致羅刹騎恣，

　　

而索倫，奇勒膿，鄙羅春等心懐疑貳，皆由此故。

とある。
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とあるように，清朝政府が派遣した軍除が途中で婦ってきたあと，ソロソ，キ

レリ，オロソチョソ等部族の清朝に對する心情は「心懐疑貳（心に疑いを抱く）」

というものであった。また，鎮守黒龍江勝軍傅察公サプス傅には，

　　

……ロシア（那羅斯）は，北方の大國である。其の地の廣さは敷千里であ

　　

り，蒙古の四十九部を含むほか，東は黒龍江と接鯛し，ソロソ，オロソチ

　　

ョソ部落を侵逼している。ヤクサ城はその要害である。……皇帝がサブス

　　

の重要な任務にあることを知って，鎮守黒龍江等處将軍に抜擢し，兵を統

　　

べてアスリ（阿蘇里）に駐在させて，ロシアを経略することは，悉く彼に委

　　

ねたのである。

　

……アスリというところは，ヤクサ（雅克薩）城を進取す

　　

るための要路である。オロソチョソ部中で遮ぎ，要所となっている。彼ら

　　

は我らに服従したといえども，しかしロシアの逼迫を畏れ，なおひそかに

　　

ロシアと通じていた。公は兵を進めようとしたがオロソチョソが妨げとか

　　

るのを恐れ，すなわちその族長であるジュレクソゲ（朱爾空額）等に説論

　　

させて，朝廷の威徳を宣告し，頴扁を示して，ロシアと断絶させた。オロ

　　

ンチョン部は皆悟って，逢にオロス（部羅斯）四十人除りの人を殺して，

　　

其の首を坦ってきて清朝への忠誠を示したのである。サブスはこれを大い

　　

に賞した。そこで（オロンチョソは）再び二十能りの人を殺したのであ

　　

る。これよりオロソチョソとロシアが敵對することになったのである。…

　　

…二十八年，皇帝が内大臣のソヘト（索額圖），國舅のトソゴガソ（恪國綱）

　　

に命じて禁旅を率い，勝軍サブスには黒龍江の水軍を率いて，ニブチウ

　　

（尼布楚）城に合流し，ロシアを平定させた。察平汗が惺れて，使者であ

　　

る費約多爾等を遣わして仲直りを求め，極爾必斉河を界として，東南は圖

　　

古魯河に至り，六千里の土地を開いた。そこでソロソ，オロソチョソ諸々

　　

の部は始めて安泰になった匈。

呻『碑傅集』二，碑傅集正編，下，碑傅一一五，一四〇二一一四〇五頁，鎮守黒龍江

　

勝軍傅察公薩布素傅

　　　

…部羅斯者，北方大國也。其地延表敷千里，包蒙古四十九部外，東接界黒龍江，

　　　

侵逼索倫，部倫春部落，而雅克薩城其要害也。…上知公大任，乃擢授鎮守黒龍江

　　　

等處絡軍，統兵駐阿蘇里，経略部羅斯之事，悉以委焉。阿蘇里者，進取雅克薩城

　　　

之要路，而部倫春部中遮之，馬之咽喉。雖内附我，而畏部羅斯之逼，向陰呉之

　　　

通。公欲進兵，慮其篤梗，乃使其族長朱爾空額等論之，布朝廷威徳，示以禰扁，

　　　

令興俄部斯紹。部倫春部衆咸感悟，途殺部羅斯四十除人，洸其首篤験。公厚賞
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とあり，営時アスリ逞りに居住していたオl=･ソチョソ人が1=･シアと敵對するに

至る様子を傅えている。このように利盆を呉えてオl=･ソチョソの人々を懐柔

し，清朝の對ロシア戦略の尖兵とすることに成功したのである。

　

また，このサブス傅に登場するオロソチョソ族長ジュレクソゲについては

　

『聖胆録』巻一一三，康煕二十二（一六八三）年十一月葵未の條に，

　　

黒龍江勝軍サブス等が奏報してきたところによると，……オロソチョソの

　　

ジュレタソゲ（朱爾鰹格）等がジンキリ川（浄渓里鳥喇）で五人のロシア人

　　

を殺して，共に其の鳥槍を獲て知らせてきた帥。

とあるように，史料中の「オ1=･ソチョソのジュレクソゲ」と同一人物であるこ

とが分かる。このようにロシアと接鯛していたオロソチョソの族長ジュレクソ

ゲは，族長の呼穏を使用していることから，この時黙においてジュレタソゲに

ニル・ジャソギソを呉えていないことが分かるのである。

　

このほか，ロシア人を殺したオロソチョンのカサキの仲間，ハソガト，セビ

ョオの仲聞，クンダンの仲聞，そしてギルムソガの仲間に對する褒美を，員外

郎イダオらが黒龍江勝軍のところに持って行き蓄え，ブトハ總管らに交付して

持って行かせたという記事も見える。また康煕二十三年四月に｡シリムヂ川に

住んだオロソチョソ・ギルムソガの仲間ギリヂオ等は，二名のロシア人が彼ら

の遊牧地帯に来たことを知り，捕らえたいと思ったが捕まらず，イネム，ジュ

ルウェソチェの三人で一緒に追いかけて，射て殺した。そこで黒龍江勝軍はギ

リヂオに衣服などを賞賜したいと上奏している叫。以上のことからロシア人と

オロソチョソ人の関係が悪化していたことがわかる。

　

このような事例は『黒檀』康煕朝檀案の中に他にも記載が見られ，l=･シア人

を殺したオロソチョソ人に典えた褒美のリストを黒龍江勝軍が戸部に逸って報

　　　

之，則復殺二十除人。自是部倫春典部羅斯相仇。而我兵進取無復御顧矣ｏ･･･二十

　　　

八年，上命内大臣索額圖，國舅格國綱奉禁旅，勝軍薩布素帥黒龍江舟師，會于厄

　　　

不禁城，不部羅斯。察窄汗惺，遣使費約多爾等求成，以極爾必斉河馬界，東南至

　　　

圓古魯河，拓疆六予除里。而索倫，鄙倫春諸部始有寧宇矣‥･。（「厄不禁城」は

　　　　

「尼不楚城」あるいは「尼布楚城」の誤字である）

　

を參照。以上の傅記には他の史料に見られないオl=･ソチ，ソに閥する詳細な記逃があ

　

る。

帥『聖租録』倦一一三，康煕二十二年十一月葵未の條。

㈲『黒檀』康煕二十三年九月六日附。
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告している叫。

　

清朝がオロソチョソ人を利用してロシア人殺害を奨励する事例は多く，清朝

の對l=lシア政策の一環として行われていたことは間違いないだろう。また上逃

の史料によって康煕二十二年ごろ，オロソチョソ人がアスリ，シリムヂ（西里

木迪河），ジソキリ川などの地域に居住していたことが剣明する叫。ロシア・清

朝間の戦孚終結後は，清朝と密接な開係を持つソロソ，オロソチョソ人が，黒

龍江を渡って南のノソ江流域に移動することになる。

　

ついで康煕三十七（一六

九八）年，勝軍であったサブスの奏により，ブトハ總管らをチチハル城の北二

百六十里，ノソ川の東岸のナルキという地方に｡移住させることとなった叫。

　

康煕時代の黒龍江上中流域は，ｇシアの侵入によって，ソロソ，オロソチョ

ソがロシアとの間で戦孚を行っていた。一方，清朝は三藩の貳の終焉もあっ

て，ロシアの黒龍江流域への進出を防ぐため，東北の黒龍江のロシアとの涜境

地帯において，新たな軍事政策を行うようになっていた。そして康煕二十三年

に鎮守黒龍江等處前軍を設置し，本格的な軍事攘黙とするとともに，各部族を

次第にニルに編制していく。

　

この黒龍江の大規模な建設と，各部族がニルに編成され「ブト八八圖」の設

立へとつながる経緯について，『黒檀』（康煕朝）に基づいて簡草に述べてお

くことにする帥。

　

まず，康煕二十三（一六八四）年に一鎮守黒龍江等處前軍を設置し，サブスを

叫『黒橿』康煕二十四年七月に，

　　　

ロシア人を殺したオロソチ・ソらを賞賜する羊皮裏の孵緞，鎧緞袖二十五，狐皮

　　　

端軍三，大緞二十八，靴下，滞山の牛皮の靴二十五雙，狐帽子二十五のものを，

　　　

私は置く場所がないから，衛門に置いたのである。これを盛京の協領らに交付し

　　　

まいか。このため迭った。

　

ドサソが書いた。

的『黒植』康煕二十四年八月十一日附に，

　　　

六月二十七日シリムヂ川に居住しているオロソチ・ソのリクヂソガ，ヨルミソ

　　　

ガ，イメレ等…。

　

とあり，同槽案，康煕二十四年八月二十日附に，

　　　

査するに，康煕二十三年四月にシリムヂ川に居住しているオロソチョソギリムソ

　　　

ガの仲間ギロヂオ…。

　

という史料もある。

叫
帥

　

『黒徨』雍正七年三月（日敷峡）日附。

　

黒龍江建設に件う駐防ニルの編制については，楠木賢道〔一九九五ａ〕を參照。ク

ヤラ・新涌洲ニルの編制については松浦茂〔一九九〇〕を參照。

　　　　　　　　　　　　　　　　

－13－
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黒龍江勝軍に任命し，同時にロシアが占領しているヤクサ（雅克薩）城への攻

撃が行われた。そして一連の軍事行動にともなって黒龍江各遠境地の部族の編

制・騨傅の設置・築城事業が順次完備されていく。騨傅が康煕二十五（一六八

六）年から黒龍江各地に急噌し，その範團は黒龍江城からアイグソ（愛璋），メ

ルゲソ（墨爾根），－ングタ（寧古塔），ムクデン（盛京）など東北全域に至るよ

うになる。このような黒龍江地域への騨姑の創設とともに，ソロソ・ダグルな

どの部族の中から壮丁一百五十人を選び，騨傅ごとに三十人を配置し，馬二十

匹，牛三十頭を呉えて駐屯させた叫。こうして大規模な都市建設が行われ，黒

龍江地方の本格的な建設と駐屯兵の配置が始まったと考えられる。

　

康煕二十三年営初は黒龍江城に前軍サブスと副都統ウソダイ，ナチソらと兵

士を駐屯させると同時に，初めて満洲ニル・ジャソギソ十六人，ソロンにニ

ル・ジャソギソ一人・暁騎校一人，ダグルにール・ジャソギソ七人・暁騎校七

人，漢軍にニル・ジャソギンニ人・験騎校二人・協領四人・ニル・ジャソギソ

二十六人を設けた。康煕二十九（一六九〇）年には黒龍江城に副都統二人を設

けて，前軍ら二人を任命しメルゲソに移している。またブトハのソロソとダグ

ルに八つのジャランを設け，その内をダダル・ジャラン三，ソロソ・アバ（ま

たソi=･ソ・ジャランとも蒔す）五に分けたのである㈲。これがいわゆる「ブト八八

囲」である叫。

　

この際オロソチョンが含まれていたと考えられる。康煕三十

　

（一六九一）年から，オロンチョソ・ニル・ジャソギソの名前が『黒槽』の中に

よく現れるようになり呻，オロンチョソをニルに少しおくれて編制したことは

疑いない。このように康煕年間に黒龍江城などの地方に駐防したダグル，

　

ソロ

叫

　

同注叫。

㈲

　

満洲語のジャランとアバについては『御製清文鑑』巻二，旗分佐領類, 5 b,第一

　

にジャランを「ニルを合わせて編制したことをジャランと言う。第一ジャラン，第二

　

ジャラン，第三ジャラン，第四ジャラン，第五ジャランと言い」，アバについては同

叫
叫

書巻八に「皆を連れて禽獣を射たり，兵士を訓練することをアバと言う。昔から今ま

で大事にしてきたことである｡」と説明している。

　

前注叫と『盛京通志』（乾隆元年序）倦十を參照。

　

例えば『黒橋』康煕三十年七月二十二日附。

　　

副都統らに，協領ハルサらが呈したことについて，ボロデ地方に畑を監督するソ

　　

ロソ總管が呈した書に，オロソチ，ソのアソタガルニル，ドロンチオニルのボオ

　　

ヂ，ミソガトニルのシミルトらが八月十九日に逸ってきた書を受け取って，ボロ

　　

デ騨姑の筆貼式ギヤムスらに交付して馳せて迭らせた。

　　　　　　　　　　　　　　　　

－14－
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ソなどの駐防八旗（柳滞明〔一九九四〕，楠木賢道〔一九九四〕を參照），とブトハ地

域に残された八團という二つに分けたのである。

　

この「八團」が設立された後，それまで理藩院が行ってきたソロソ，ダブ

ル，オロンチョンの管理は康煕三十（一六九一）年から黒龍江前軍に移管され

た。これに開しては『黒標』の康煕三十年三月十三日に理藩院の員外郎チイェ

トが黒龍江前軍サブスに垣った文書に，

　　

もともと理藩院が康煕三十年二月十七日にソロソ總管の官訣について奏し

　　

たところ，「ソロソ，ダダル等全てのことを前軍サブスが併せて管轄する

　　

ように，この總管を任命するとき，前軍サブス，總管マブダイ等が共に會

　　

同して任命すれば宜しい。一人正として，更に陪として帯領引見した上で

　　

奏せよ」との旨があった帥。

と記されている。

　

ブト八八開の成立によって元来分散して居住していた黒龍江沿岸の部族は，

黒龍江賂軍によって直接集中的に統轄されるようになってきた。これは，ネル

チソスタ條約により國境線が成立したことで，清朝政府が國境地帯の整備の過

程で行った措置であろう。そして，この移管の目的は貢招を敬果的に管理する

ためでもあった。将軍，副都統は詔皮を選ぶ任務に営たり，毎年五月にブトハ

の人々がチチハルまで来て詔皮を納めた。これがいわゆるチュルガソ制度であ

る。チュルガソ制度は國が経管する交易で，人々がその場で一年の日常用品を

買い，歳貢としての詔皮を納めるのである㈲。こうして，ブトハの人々は貢物

の詔皮を通じて，中央と直接つながるものとしての役割を果たしたのである。

貢詔はかれらにとって「義務」であるばかりでなく，「権利」でもあったと考

えられる。その賓態については第三章で注べることにする。

　

このように黒龍江の建設と軍事配備とともに，康煕三十年から「東藩」であ

的
㈲

　

『黒福』康煕三十年三月十三日附。

　

『黒龍江外記』巻五，七一一〇頁に

　　

毎歳五月，布特喰官兵悉東舞斉喰爾納詔皮互市，読楚勒軍，詳言盟會也。初在城

　　

西北四十里，因沁屯本名克伊勒屯，乾隆六十年以事改城中，而其部人卓帳城北，

　　

故俗有北闘集之稀。先是在因沁屯楚勒軍，将軍副都統率属僚駐托其地，几寫廬馬

　　

匹及羊酒皆布特喰按項供感…交納詔皮楚勒窄第一事也。

とある。

　　　　　　　　　　　　　　　　

－15－
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るソロソ部（ソ1=･ソ，ダグル，オ1=･ソチョソ）を黒龍江勝軍が直轄するようになっ

たのである。これは中央政府が地方勝軍を通じて，直接統轄する権力の集中化

の現れでもある。また，人事移動などに開しては理藩院と黒龍江勝軍が協議し

て處理したということについては，すでに柳渾明〔一九九五〕によって明らか

にされている。そこで次に，雍正年間にこの「ブト八八團」が再編制され。

　

「旗色」が授呉され，「ブト八八旗」へと愛化していく，中央集権化の具蜃的

な動きについて取り上げて検討することにする。

　

第二章

　

「ブト八八團」から「ブト八八旗」へ

　　

「ブト八八旗」の成立については，早く中國の楊蝕練〔一九八〇〕が「索倫

總管が康煕八年に既に設立され，ソロン，ダブル，オロソチョソの代表として

國家へ統一的に貢賦を納め，總管の下に參領，－ル・ジャソギソ，暁騎校，領

催などの系統的な管理組織が作り上げられたことなどは，「八旗」が正式に成

立したことを表している。」と述べ，康煕八（一六六九）年に成立したと推定し

ている。

　

また秋浦〔一九八〇〕は，康煕三十（一六九ぺ

朝の八旗制度に編入された，と確定している肋。

　

以上の意見と異なって日本の柳犀明〔一九九四〕は，初期のブトハ統治膿制

を「八旗制」と呼ぶことには，責は問題がある帥，と指摘をしている。上の意

見に對して筆者はここでより具膿的な満文橋案史料と「nirui temgetu bithe －

ル執照」の記載に依攘して，雍正年聞に行われた「八團」に對する「旗色」の

授呉，そして「八旗」が再編成された賞態を明らかにしたい。

　

康煕三十年以後，既にブトハのダグルなどの部族が駐防八旗に編制され，ブ

レ｀ニルから旗ニルに編制される事例が見られる㈲。雍正六（一七二八）年には

帥

　

ブト小八旗の設立については，康煕八年説の代表は『那倫春簡史』編寫組〔一九八

　　　

三〕，沈斌華等〔一九八九〕，都永浩〔一九九三〕などがある。康煕三十年説の代

　　　

表は『那倫春自治旗概況』編寫組〔一九八一〕，畑中幸子〔一九九一〕などがあ

　　　

る。

帥

　

柳渾明〔一九九四〕に「雍正朝ないし乾隆初期以前の段階においては，ブトハの統

　

治彊制を「八旗制」とは呼び難いこと，と常時プトハの人々は，詔皮の納付を殆ど唯

　

一の義務として清朝と結び附いた，「湛民」に近い存在だったのである。」「八旗制」

　

ではないと主張している。

㈲『黒龍江鍍黄旗ダグル・ニル・ゴルムボ承襲世管ニル執照』（日本東洋文庫所蔵，

16－
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ブト八八圖

612

　

ジャラン名

　　　

ジャラン・ア八名

　　

ニル数

　

打牲丁数

　　　　

居住地

　

。､。＿、、＿

　

ダグル・ジャラン

　　　　

十二

　

八百二十三

　

ノン江両岸
タク七ジャブ

　

メルヂン・ジャラン

　　　

十四

　

一千七十五

　

ノン江両岸

　　　　　　　

ネメル・ジャラン

　　　　

十五

　

一千三十三ネメル河両岸

　　　　　　　

アラン・アバ

　　　　　　

十七

　

一千九十七

　

ノミン河周辺で遊牧

ソロン五ジャラ

　

トコドン・アバ

　　　　　

十一

　

七百四十二アルム河周辺に遊牧

ン（また五アバヤン・アバ

　　　　　　　

十三

　

八百八十九ヤン河の周辺に遊牧

　

とも言う）

　　

ジチン・ア八

　　　　　　

六

　

四百三十一

　

ジチン河周辺に遊牧

　　　　　　　

オン’トシン・ア八

　　　

五

　

四百九

　　　

トシン河周辺に遊牧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オロン・ブフ(oron

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

buhu)を持っている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ものは、みな黒龍江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

城の北、フマル河、

オ白白・

］‰ザシふ

→-ﾆ尚←

ｻｻ回と］1ゾ

　　　　　　　

ヤヂウーノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

河、アルム河、ヤン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

河、ジチン河などの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

河源周辺に遊牧、狩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

猟して暮らす。

『黒槽』雍正七年三月の奏摺に撞り作成。

いると，ブトハの人々に満洲の道〔manju i doro〕を教えるために，初めて八

人の満洲副總管が噌設された。ブト冷八團には，元来ソｇソ・ダダル副總管八

人，ニル・ジャンギソ一百五人，装騎校一百五人がいたとされる力薦

　

大凡こ

の頃から再編制が行われていると思われる。

　

<表－〉に示したように雍正七年には，「ブトハイ・八ジャラン」の八つの

ジ十ラソ（或いはアバ）の中に，ニルの敷は九十三あり，オロソチョソ・ニル

は十二である。ダダル三ジャランの四十一二ルに含まれる壮丁は二千九百三十

一人であり，ノン河の雨岸に沿って集中的に住んでおり，ソ９ン五アバには五

　

満文，寫本，一軸）に，

　　　

…黒龍江勝軍であったサブスがブトハのダダルの一千壮丁を選んで，チチハル城

　　　

に移して披甲として，十六二ルに編制したのである。ブトハのエリデイを奏して

　　　

チチハル城のニル・ジャソギソに任じてグサ（旗）にしたところを記録した…。

　

とある。

帥

　

同注叫。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－17－
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十二二ルがあり，壮丁三千九百七十七人がノミソ河，アルム河，ヤソ河，ジャ

チッ河とトシン河の周逞地域に住んで遊牧生活で暮らしている。オロソチョソ

十二二ルの中で，使鹿オロソチョソであるムル，スヂソガ，ハサキ，カヤチウ

ら十二二ルの中の壮丁の人敷は七百九十一人である。その中でも鹿を所有して

いるものは全て黒龍江城の北に位置するフマル（呼馬爾）河，タハ（塔吟）河の

周浪で主に遊牧・狩猟をして暮らしていた。いっぽう，家畜を持っていないも

のはガソ（根）河，ノミソ（諾敏）河，アルム河，ヤソ河，ジチソ河の源流の

周浪で遊牧，狩猟をして暮らしている㈲。

　

雍正十（一七三二）年以後，ブトハの人々は二つの集團に分けられる。一つ

はフルソ・ブイル（呼倫布兪爾・呼倫貝爾）に移された五十二ルの駐防八旗で，

もう一つはブトハ現地に残された五十八二ル（のちに三つのニルを増設して六十一

一ルとなる）である。

　

まずブトハの兵士らが駐屯八旗に再編制されて，フルソ・ブイルヘ移駐した

ことについては柳輝明〔一九九三〕に詳しく論じられているので，ここで改め

て論じなし。ただブトハ總管であるダバハがブト八五十二ルを移駐させ，三千

人の兵士を選ぶ際に，オロソチョソは自ら次のように建べている。

　　

オロソチョソ等が，奴才である我らに叩頭して我らが聖主に従って年久し

　　

く，大きな恩を受けたことは際限がない。我々は昔ソロソと共に雑居して

　　

暮らしてきた。現在このような選ばれる時に一緒に選ばれなかったら，我

　　

らの人々は何處に力を轟くして奮嗣しましょうや，とみな告げている。見

　　

たところ彼らはみなソロソの如き良い壮丁が多いのである。この故に，我

　　

々は聖主が天下の民を分けず一つとされる如く，オロソチョンらを三千の

　　

壮丁を選ぶ敷に入れて，オロソチョソ三百五十九人，ソロソ一千六百三十

　　

六，ダグル七百三十，パルプ二百七十五人を選んだ。……三千人の兵士を

　　

八旗に編制して，城を築くところより，左翼四旗をｐシアに績く道を跨っ

　　

て，境界漫りで遊牧させた。右翼四旗を境界に沿って，カルカ河に至るま

　　

で遊牧させた。この選んだ三千の兵士を五十二ルに編制して，一二ルに六

帥

　

同前櫓案，雍正七年三月日附の橿案に引用された康煕時代の徨案。また嘉慶『會

　

典』巻四九にも同様な内容がみられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－18－
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十壮丁として，銀黄旗，正黄旗に各七二ル，正白旗より下六旗に各六二ル

　　

として，ニルごとにニル・ジャソギソ一人，駿騎校一人，旗ごとに副總管

　　

一人を出して暫理して移駐させたい。ニル・ジャソギソ，装騎校，副總管

　　

を全てブトハ地方の在任しているものより署理させた，委官らを問わずに

　　

選び出したい肋。

これによれば，雍正九年から既に｡ブトハ壮丁を再編成して移駐することになっ

たのであるが，ソロソとダダルが再編制されるのを聞いたオロソチョソらが，

自らもフルソ・ブイルヘ移駐したいと要求している。また，こうしたことから

元々再編制するときの計書にオロソチョソは含まれていなかったのであり，自

ら要求した結果，翌年の雍正十年には三百五十九人を再編成してフルソ・ブイ

ルに移駐されることになったことが分かる。再編制されたニルの規模と具頭的

な「旗色」は，一二ルに六十壮丁として，銀黄旗，正黄旗に各七二ル，正白旗

より下の六旗に各六二ルとして，ニルごとにニル・ジャソギソ一人，貌騎校一

人，旗ごとに副總管一人出して暫理して移駐させたのである。これがいわゆる

　

「フルソ・ブイル八旗」の成立である。その結果オロソチョソは六二ルに編制

された。

　

なお，このブト八八團の再編成によるフルソ・ブイル八旗の成立の背景と理

由は，ガルダンの反澱を防ぐこととモンゴルのジャサク遊牧地への保護と漫境

防衛のためである，ということが『黒槽』に明記されている。

　

また，これと時を同じくして現地に止まったブトハの人々についても再編制

が行われ，フルソ・ブイルに再編制して移駐させた五十二ル以外，ブトハ現地

に残った五十八二ルに對しても雍正十年に「旗色」を呉えて再編制した。

　

く表

二〉のようにソロソ鍍黄旗二，正黄旗九，正白旗七，壮丁一千百二十七人であ

り，ソロソの鍍黄旗六，正黄旗三，正紅旗十，鍍白旗四，鍍紅旗四，正藍旗

三，鍍藍旗四で，壮丁一千九百五十八人であり，オロソチョソの銀黄旗二，正

白旗二，鍍白旗一，正藍旗一で，壮丁三百七人である。これら五十八二ルは地

方，氏族，部族などを基準として，旗に編制されたらしい。

　

ブトハ現地に止まったオロソチョソのムル，スヂソガが編制されたことにつ

㈲『黒槍』雍正九年三月二十八日附。

19
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〈表二〉プト八八旗（現地に残された五十八二ル再編成）

　

旗色部族

　　　　

ニル名

　　　

丁数旗色部族

　　　　

ニル名

　　　

丁数

　　

正

　　　　　　

tusangga

　　

88‾1．1

　　　　　

|saodaltu」男

　　　　　　　　　　　

taonai

　　　

６８

　

攘

　　　　　　　

tibsinei

　　　

60

　　　　　　　　　　　

uferta

　　　　

64

　　　　　　　　　　

guwalagol

　　

60

　　　　　　　　　　　

kurkuru

　　　

53
ダグル　　unamai　　　６０

　　　　　　

・－

　

jinegardayan 153 1 。1　　　　　　asaltu　　　162

　　

黄

　　

ダグル

　　

anggiyatu

　　

60

　

黄
jokitu　　　　39

　　　　　　　　　　　

korkogol

　　　

69
ソロン　　goroncon　　５２

　　　　　　　　　　　

pancinai

　　　

６４

　　　　　　　　　　

kiuntenei

　　

40

　　　　　　　　　　　

juweltu

　　　

56
オロッチョッ*

kayacu　　49

　　

旗｜

　　　　　

Ijailatu

　　　

159 1 捧　”’‾‾　gid・･acu　　48

　　

正

　　　　　　　　

toroksa

　　　

68

　

銕

　　　　　　　　

gaogadai

　　

78

　　　　　　　　　　　

inaltu

　　　

72

　　　　　　　　

suiuktu

　　

62

　　　　　　　　　　　

匹

　

｜

　

ソロン

　　

はふ一拓

　　　　　　

ダグル

　　

tasata

　　　　

67

　　　　　　　　　　

laisa

　　　　

68

　　　　　　　　　　　

bisireltu

　　　

58

　　　　　　　　　　　

kigina

　　　　

54

　　

白|

　　　　

随誌こ丿剛白

　　　　　

ッロッ

布

§ｎ

　

;§

　

オロンチョン＊ｓ°ggarca 60

　　　　　　　　　　　

*arana

　　　

５２

　　　　

オロッチョッmulu

　　　　

５１

　

旗

　　　　　　　

sudingga

　　

42

　

，旗

　

正

　　　　　　　　

cimgaken

　　

６８

　

攘

　　　　　　　　

bukutu

　　　

55

　　　　　　　　　　

kaisa

　　　　

63

　　　　　　　　　　

jara

　　　　　

50

　　　　　　　　　　

yendei

　　　　

64

　　　　　　　　　　

jalana

　　　

43

　　　　　　　　　　

bodi

　　　　　

50

　　　　　　　　　　

duwamaca

　

６８

　　　　　

。。，.

　

Ikoldangga

　

168

　

紅

　　　

ノロ゛

　　

koyono

　　　

７５

　

紅

　　

ソロン

　　　　　　　　　　

neoden

　　　

６７

　　　　　　　　　　

kecutu

　　　

76

　　　　　　　　　　

￥●●

　　　　　　　　　　

sajm

　　　　

80

　　　　　　　　　　

tosiltu

　　　　

44

　

旗

　

オロンチョン*bara

　　　　

65

　　

旗

　

正

　　　　　　　

curputi

　　　

59

　

銕

　　　　　　　

borji

　　　　

64

　

藍

　　

ソロン

　　

kecik

　　　　

48藍

　　

ヽ

　

｀

　　　

orgunca

　　　

６２

　　　　　　　　　　

瓦こ７-に‘1｀|

　

ソロン

　　

臨乱十賀

，旗

　

オロンチョン*horboltu

　　

57

　

旗

　　　　　　　　

* nibcika　　43

　

『黒福』雍正十年六月二十六日の文書及び『柴副』民族事務類其他項，第1513胱

第２胱，乾隆七年十一月六日具奏，乾隆七年十一月十八日朱批，「奏請勝司倫春

喀雅楚等十二個佐領但照伊等所創始佐領具憑辨，勝巴爾虎西林等八佐領作具承襲

佐領」に基づき作成。

　

＊は世管ニルを示す。
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いては，雍正十（一六三二）年一月に勝軍ジョルハイの上奏した文に，

　　

オロソチョソのムル，スヂソガ仲間の九十三壮丁と丁に編入させるシダソ

　　

（西丹）三十一人を併せて，全て一百二十四壮丁を併せて，ニル・シャン

　　

ギソニ，臆騎校二を設けるとき，この中から壮丁に好かれ，管理すること

　　

ができる人を選んで，正位，陪位を帯領引見して奏して任命したい叫。

とあるように，雍正十年五月二十七日に黒龍江勝軍ジョルハイがムル，スヂソ

ガをニールに編制したいと上奏している。これに對して雍正常が「軍機大臣が

議して奏せよ」と下した後六月初一日内閣が寫してわたした黒龍江勝軍の上奏

文を，大學士オルタイ（耶爾泰）らが議して上奏し，皇帚がこれを認めた帥。ま

た同年六月に，

　　

ブトハ地方に残った五十八二ルに，ホトク仲間，ムル，スヂソガ仲間の中

　　

の壮丁を併せて，今ブトハ地方にいる披甲と壮丁三十九人を一二ルに編制

　　

して五十八二ルにした。このほか新たに編制した三二ルを併せて全てで六

　　

十一二ルとなったのである。彼らを各々居住している地方および氏族，部

　　

族を分散せずに八旗に編制したのである帥。

とあり，このように現地に残された打牲丁は三千四百二十二人であり，「旗

色」を設けて旗ごとに二人の副總管を任命して管轄させたのである。この結果

オロソチョソのムル，スヂソガをニュルに編制して，正白旗の管轄下に置かれ

た。

①正白旗ムルmulu ・ニル（ビラル・ニルとも穏す）承襲系圓

　

（※初次，二次，三次はニルを承襲した順序を示す。以下同）

　

cekir地方・cekir氏，一族のmokuher氏の人々と共に主を求め入って，詔

　

皮の貢物を納めていた。

mulu初次

jintek (長男) ―lekenei

(三男)

inei (四男）二次―dabarakta三次

㈲
㈲
匈

『黒橋』雍正十年一月（日敷峡）。

『黒檀』雍正十年六月二十六日附。

『黒橋』雍正十年六月二十五日附。

　　　　　　　　　　　　　　　

－21－
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②正白旗スヂソガsudingga ・ニル（ピラル・ニルとも稲す）承襲系圖

　

cekir地方・cekir氏，一族の人々と共に主を求め入って，招皮の貢物を納め

　

ていた。

（長男) ―dojungga―daidunga

sudingga初次
（次男）－hoiholtｕ（後にyolkunaiの養子と

（三男）二次－hoiholtｕ三次

　　

（『奈副』軍務類人事孔第245銃巻第２貌，黒龍江勝軍付森等，乾隆九年十二月初一

　　

日具奏，乾隆九年十二月十七日朱批，「奏査鄙倫春暉和爾圓佐領根源，請勝佐領暉和

　　

爾圓等人交部議」に披って作成）

　

このほかオロソチョソのハサキについては，雍正十一（一七三三）年七月二

十七日附の文に

　　

……臣我々が貢賦の招皮を納めるオロソチョソのハサキ一仲間の人々を，

　　

ムル，スヂソガ仲間らと同じところに合併すれば，旗が異なり，住んだ地

　　

方が遠く離れるので，彼らの漁猟に少しも利盆がない。もしフルソ・ブイ

　　

ル地方に移住させたら，彼らが元々徒歩で狩猟し，船で漁業することを學

　　

んで，全く馬に乗ることを學ばなかったので，移してもソｇソ，ダグルの

　　

ように力にならない。

　

臣我らが調べるに，例の通りニル・ジャソギン一

　　

人，小領催三人を任命して，彼らの同旗であるメルゲソの北に位置するフ

　　

マル地方に住んだ，先に編制した薗オロソチョソ・カヤチウkayacu等ニ

　　

ルの人々と合併して居住させたい叫。

と上奏したあと，雍正十一（一七三三）年十二月二十九日附の黒龍江勝軍衛門

より理藩院へ逡った文書に，

　　

……我らが査するに，旨が下った通り，ハサキ仲間二十六壮丁を別の牛ニ

　　

ルに編制して，例のようにニル・ジャソギソ一人，小領催三人を任じて，

　　

彼らと同じ旗であるメルゲソ北に位置するフマル地方に居住した先に編制

　　

した奮オロソチョン・カヤチウ等の二･-ﾙの人々と合併して居住させた匈。

つまり，雍正十一年公賦の詔皮を納めるオロソチョソのハサキ（喰薩奇）ｲ中閲

匈『黒檀』雍正十一（一七三三）年七月二十七日附，同じ内容の漢文史料は『則例』

　　

（乾隆内務府抄本）糸姫清吏司上，索倫等處授官を參照。

匈『黒槽』雍正十一年十二月二十九日附。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－22－
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を，もしムル，スヂソガのところに帰して管理すれば，旗分が各々別で（ムル，

スヂソガは正白旗に編制された<表二〉を參照），また互いに遠く離れ，オロソチョ

ソの狩猟に利盆が無い。もしフルソ・ブイルに移住させたならば，オi=1ソチョ

ソの「歩猟船漁」という生活習慣とフルソ・ブイルの騎乗習慣とは異なるの

で，オl＝’ンチョソ・ハサキら二十六人を半ニルに編制し，同じ旗であるメルゲ

ソの北，フマル前後にいる苗オロソチョソ・カヤチウ（喀雅住）などの雨ニル

の所に駐屯させたのであった。

③鎮黄旗カヤチウKayacu ・ニル承襲系圖

　

sirukir地方・meyehir氏，一族samahir氏の人々と共に主を求め入って。

　

詔皮の貢物を納めていた。

terdunce初次七二三二言尚

　　

（『清代譜牒槍案』内閣，フィルム編胱:038,槍案序読：世襲392冊，編me,

　　

『buthai bai kubuhe sanggiyan ｉ jalan halame bosoro nirui janggin undaki

　　

nirui sekiyen ｉ cese』（ブトハ地方鍍白旗世管ニル・ジャソギソ・ウソダキ・ニル

　　

の根源冊）に撞って作成）

　

オロソチョソ・ニルは同じ氏halaと一族uksunが基本草位としてその基

礎を具している。しかもその長たるニル・ジャソギンは同じ氏の兄弟同士が徽

承されていることが分かるのである。これはまさしくール分類の世管ニルの基

準である叫。このようにオロソチョソ・－ルの承襲は満洲八旗の基準に印し

て，その統轄が行われたことが分かるのである。

　

またこの時期まで，ブトハニル・ジャソギソらには俸縁が典えられていなか

ったが，雍正十年から旗の官員となったものには俸縁が呉えられるようになっ

た叫。しかし，打牲丁には銭糧が支給された事例が見られない。

叫

　

中國第一歴史橿案館所蔵『八旗都統衛門・職官』案巻睨二一一，乾隆値年處奏准世

　

管佐領世職官員襲職條例（腸文・寫本）の「立職人之嫡派子孫以及加官襲替之世管佐

　

領世職官員承襲例」の條及び東洋文庫所蔵『六條例』（涌文・寫本）の「嫡派條」を

　

參照。

叫

　

『黒徨』雍正十年六月（日敷峡）に，

　　　

雍正十年以前はブトハ官員らに俸禄と銭糧を具えなかった。雍正十年から旗の官

　　　

員らが給料を貰えるようになったのである。昔はダグルの副都統，署理事務ニ

　　　

ル・ジャンギソ，ニル・ジャソギソに給料を負えなかった。

　

とある。
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ブトハ總人口は，雍正七（一七二九）年三月の調査によると，八ジャランの

九十三二ル，オロソチョソの十二二ル，全て一百五二ルにいるブトハ壮丁の總

人敷は七千二百九十人であり，總人口は三萬三千二百六十八人であると報告し

ている。またブトハの人々を性格は篤貢素朴で，まじめで気高さを尊び，騎

射，笏働，狩猟・漁猟が得意である匈と傅えられている。

　

これまでブトハ現地に止まったオロソチョソの編制過程を中心に述べてき

た。営時再編制する際に，一族を分散せず，生活様式も同じのものを合併して

統轄したことが明らかである。そして，康煕年間に編制されたブトハの「八

圏」と呼ばれていたブトハの諸部族について，雍正九年から再編制が行われ，

ブトハの「八旗」が成立したのである。こうした雍正年間に行われたブトハニ

ルの再編制は，雍正年間の八旗ニル改革の一環として，中國全土で行われた一

連の身分秩序の改革と中央集権化の現れでもある，と考えられる。

　

以上が，乾隆初期までのオロソチョソ・ニルの編制として，ひとまず明らか

になったことである。本稿の目的の一つとしては，これらの部族あるいは諸集

團がどうしたのかという問題だけではなく，諸部族あるいは諸集團によって構

成された八旗ニル祀會としては，どのような特質と普遍性を持つ祀會である

か，との問題への試みでもある。以下，ブト八八旗ニル祀會の貢詔とアソダ関

係を取りあげ，オロソチョソー－ルを中心にその側面を述べることにする。

　

第三章

　

ブト・ヽ祀會の側面

　

清朝八旗制度の下でのブト八八旗の基本的な歳貢として負捨されたのが貢詔

であることは，すでに廣く認められている。ブト八八旗の打牲丁については，

毎年一人ずつ一匹の詔皮を貢賦として，明確に規定している。こうしたブト八

八旗の貢詔の貢態については，今までの研究の中で殆ど研究されていなかっ

た。モの寅態を明らかにするために，具腰的な事例を引用しながら，貢詔の賞

態と本質をできるだけ追究してみたいと思う。

匈

　

同注叫。

24
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第一節

　

貢詔の語義と賓例

　　

「貢詔」は満洲語では「sekei alban」と言い，「詔の賦役」と言う意味であ

る。ブトハ祀會の人々に課された重要な義務の一つとしてこの貢詔叫をあげる

ことが出来るが，これについては，従来これはブトハの唯一の義務であると主

張する人が少なくないが㈲，賞際にはブトハ中のオl＝･ソチョソ壮丁は貢詔を義

務とする以外に，避暑山荘のムラソ(muran)狩りに際して，哨鹿のことを撥営

しており叫，またその他にもいろいろな役割を分撥している。ただ，貢詔は歳

貢として，清朝全時代を通じて一貫して中央に貢納したことが一つの重要な特

徴である。ここで康煕時代のことについて，二三例を取り上げ，その中に見え

る営時のブトハ生活の賞態を探ることにする。

　

貢詔の規定に闘しては『乾隆會典』巻七十九，理藩院，頁一四に

　　

ソロソの詔を捕る者については，丁を計って招を貢ぎ，詔を三等に分け

　　

て，賞賜に差をつける帥。

とあるように，丁敷を計って詔皮を貢ぎ，また詔皮の等級を三等に分けたので

ある。國初からソロソ，ダグル，オロソチョソ，ビラル等の人丁は，その年の

人丁の敷によって，毎丁一匹の詔皮を納めることになっており，如し敷が足

り，等級に符合すれば，逡ってきた人に，例に照らして賞賜し，不足したり或

いは等級に符合しないものについては，處罰することが定められていた叫。例

的

　

東アジア壮會の詔皮由来及び詔皮貿易については，以下の論考を參照。

　　　

松田壽男〔一九五七ａ，ｂ〕，河内良弘〔一九七一〕

匈

　

柳渾明〔一九九四，一九九五〕を參照。

呻

　

『荼副』乾隆二十六年八月名菓に

　　　

ソロソの三十メルゲソmergen (狩蔵人，賢い人）を連れてきたブフ・ムラソ，

　　　

ニル・ジャソギソヨ･コソチヽア：オロソチョソ，三級侍衛チ・ブルト：オロソチョ

　　　

ソ，藍側テイセ：ソロソ，打牲丁チェムソチェ：オロソチ，ソ。

　

とある。

匈

　

『乾隆會典』巻七九，理藩院に「索倫捕招者，計丁貢招，招分三等，賞賜有差」と

　

ある。

旬

　

『則例』（乾隆内務府抄本）荼助清吏司下，貢詔に

　　　

國初定索倫，達虎里及那倫椿，必拉爾人丁進貢詔皮。除有事故者開除外，勝見年

　　　

責在人丁，毎丁貢詔皮一張。此内一等詔皮五百張，二等詔皮千張，其節均作三等

　　　

収用。如足敷目，符等次者，金床之人，照例賞賜。不足不符者，交院議處。副管

　　　

罰牲畜二九，佐領罰一九，騎騎校罰五，各入官。
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えば，康煕四十二（一七〇三）年逸ってきた詔皮の敷を確認したところ，前の

年に鐙ってきた詔皮より質が良かったので，戸部より上奏して，規定通りの毛

皮を贈ったソロソの總管，副總管，ニル・ジャソギソ七人には，それぞれ絹

一，毛青布二十を賞され，装騎校二人，筆貼式一人など九十人には絹一，毛青

布十五を，それ以下の位の者には絹，毛青布十を賞している。また康煕五十九

年，六十年に逡ってきた詔皮の等級が劣悪なので，戸部より賞するのを止めた

いと上奏したことについて，「ソロソらに前通りに賞するように」の旨が下っ

ている。更に，雍正元年に坦ってきた詔皮を検査したところ，康煕五十九（一

七二〇）年より少し劣り，六十（一七二一）年，六十一（一七二二）年に鐙ってき

た紹皮の等級より良い。これについて，戸部が報告したところ「今年は六十年

の通りに賞せよ」と殊批された㈹。

　

このように，戸部，理藩院，總管内務府，黒龍江勝軍らが議したうえで，皇

帚が事情をみて賞賜するかどうかを決めたのである。興味深いことに，康煕十

六年頃にはロシアが使者を使わしてビラル（オロソチ，ソの一部）に紹税を徴牧

している㈹。

　

同じオl=1ンチョン人であるカサキに闘してはビラル，キレリなど

異なった梧呼を用いている。これは後にオロソチョソと統一して呼ばれるよう

になる部族であると考えられる帥。

　

このように國境を跨いだオロソチョソ部が

直面していた複雑な状況が伺われる。

　

また，詔皮を納めることについては，紹皮は有償と無償という匹別があり，

事情によって免除することもあったようである。『黒槽』の中に，次のような

内容のものが見える。康煕二十八（一六八九）年五月に，理藩院と黒龍江将軍

による奏文に基づき，ソロソ・ダグルらの中でも何年も兵事に苦しむ者，ボル

　

とある。

剛

　

『宮中榴』雍正元年九月二十七日附（第二十八輯，満文論摺第一輯，康煕六十一年

　

至雍正元年十月），七九二－七九七頁を參照。

㈹

　

『選編』第一編，上朋，四四頁

　　　

康煕十六年九月初三日，……窃査康煕十四年索倫總管布吉爾岱営杏呈，俄羅斯遣

　　　

使伊格納季等，向我進貢之畢拉爾部喀薩奇等毎男丁徴牧二只詔視

倒『選編』第一編，上冊，四三頁

　　　

具此，爾伊格納季吉向大博格徳汗官員陳明：先向我君主納税之赴鹿人鳥爾西里，

　　　

奇勒爾之耶斯馮尼亜，喀薩奇，温卓喀爾尼亜，約努達暗亜，卓剪奇尼亜以及沙焉

　　　

暖薩克等，原居奥寥克馬河，牛克薩河，向雅庫次克城交祝。
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デ騨傅に畑を耕す者や亡くなった者，逃人・黒龍江城に移駐した者の貢詔を全

て見じることとなった。これに該営しない男子の敷は三千六百六十三人で，納

めるべき詔皮は全部で三千六百六十三匹であったという。しかしながらソロソ

の副總管オムブルダイらが逡ってきた有償の紹皮は三百八十匹，無償の詔皮は

二千一百三十六匹，總計詔皮二千五百十六匹であって，納めるべき量に一千一

百四十七匹足りない。また坦ってきた詔皮を質ごとに分類したところ，非常に

質の悪いものであった。そこで詔皮の不足，悪質の理由を訊いたところ，供述

によると，去年カルカ，バルブらが反乱を起こしたとき，ソロソが将軍と共に

何回も鍋塹に向かい，そのために詔皮の狩りに行けず，詔皮の量もそろわず，

質もまた悪くなった。それゆえ足りなかった詔皮を来年に補って賠償して持っ

てきてもよいか，と答えたというＭ。これによれば，詔皮は有償と無償に分か

れ，また，貢詔の量と質を審査したのは戸部であったことがわかる。

　

以上のような結果，貢賦として納められた詔皮はあわせて三千二十一匹，全

て内務府の廣儲司に交付された。そこで詔皮を廣儲司に所蔵されていた事寅を

中國第一歴史槽案館で調べてみたところ，確かに『廣儲司簿冊目録』の中にこ

のような詔皮の詳しい史料が保存されていることが分かった。これによると，

清代では詔皮の用途としては皇帝の詔冠，詔帽作りによく使われていたことが

判明する叫。

　

このほか，朝鮮國王紳，チベットのダライラマ匈及びゴルカ（廓爾

喀）の正貢使，副貢使，大頭人，小頭人らに呉える賞賜としても利用されてい

る紳。打牲丁らが貢物として納めた詔皮は非常に重要な役割を果たしたことが

分かるのである。

叫

　

『黒槽』康煕三十年十二月十一日附。

帥

　

中國第一歴史標案館所蔵『廣儲司簿冊目録』十二，廣儲司，衣神財物，編読六六四

　

〇，道光二十年，本色詔冠詔帽開鋪を參照。

帥

　

『泉副』乾隆四十五年九月の奏摺に，

　　　

来使自熱河回京，帯去照例慮賞朝鮮國王，二等玲朧鞍轡全備，二等馬一匹，表緞

　　　

二匹，裏五匹，赦蝦四匹，雲緞四匹，詔皮一百張。

　

とある。また『乾隆朝上論橋』第一八厨，九七三頁の二一八一，乾隆六十年十二月二

　

十四日の奏文と九八三頁の二二〇八，乾隆五十五年の奏文にも同様の内容が記載され

　

ている。

吻

　

中國第一歴史標案館所蔵『題頭槽』造辨處類三九七〇。

呻

　

中國第一歴史標案館編『乾隆朝上論標』二一八一読，九七三頁，乾隆六十年十二月

　

二十四日附。
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このように貴重な詔皮は貢納以外に，寫かに資買がよく行われていたようで

ある。ソロソ，ダグル，オロソチョソ等の皇帚に納める貢賦の詔皮を捕る人々

に對して，貢賦を納める前に紹皮を資買することを禁止する法令が出されてい

る。『黒槽』康煕三十年十二月二十日附の槽案によると。

　　

ソロソ，ダグル，オロソチョソらが毎年參に捕った紹皮を次の年五，六月

　　

に開かれるチウルガソ（會盟・市場）以前に，個人で資買することを禁止

　　

するほか，以後毎年貢紹を納める前に詔皮を資買すれば，資った者と管轄

　　

する官員とを併せて巌しく罪を間り㈱。

という宣論も出されており，メルゲソ（獣爾根）城に駐屯した滞洲，漢軍，

　

ソロ

ソ，ダグルの勝兵や民にも，この禁止令が傅えられている。さらにこの禁止令

は理藩院が作成して鐙付していることから，理藩院が直接閲兵していることが

分かる匈。

　

さらに後にはこの禁止令に違反した場合，責った人を盗罪に問い，

管轄している官員らもまた巌しく議して責めるという命令も出されている㈹。

　

貢賦の詔皮を納める時期にっいてであるが，もし畑を耕す前に詔皮を納めた

ならば，貢賦の残りの詔皮で牛を買って畑を耕すことができ，或いは詔皮を捕

るために馬を買い，畑を耕す前に青草を食べさせて肥やし，秋の詔皮捕りに備

えることが出来るのである。そのため，詔皮の貢賦の時期ははじめは五，六月

であったが，後には三月に早まったり。しかし，ブトハの農耕が失敗したあ

と，納める時期は五，六月に戻っている。この詔皮を狩猟することが許されて

いたのは打牲丁のみであった。

　

歳貢としての紹皮徴収は，ただちに中央支配者がその所轄する狩猟を専業と

するブトハの人々に對して強制して収取したが，「詔皮敷」を規定通りに常に

納められたわけではなかった。なぜならば，中央支配者の代理人である地方勝

軍が自ら詔皮を責買することもありえたからである。紹皮の責買は中央から巌

しく禁じられていたが，賓際には詔皮の敷，質などについて，地方勝軍の恣意

的な検査と責買が行われていたと考えられる匈。詔皮の用途については，今後

細
㈲
㈲
叫

『黒榴』康煕三十年十二月二十日附。

『黒檀』康煕三十一年十二月二十五日附。

『黒檀』康煕三十七年一月初一日附。

『黒檀』康煕三十一年十一月二十一日附。
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更に細かく検討する必要があるが，全脛としてそれは，宮中での使用及び賞賜

として用いられており，清朝の皇帝にとって鋏くことのできないものであっ

た。それゆえ，ブトハの人々にとって詔皮の貢納は滞りなく行わなければなら

ない義務であったといってよい。このような用途を考慮に入れるならば，詔皮

は一面では「銭糧」を得るための媒介であり，他面では貢納物の性格を残し

つつも，基本的には租税の一種とみることが出来る，と考える。こうした詔皮

の徴収，有償・無償，及び貢納するルート，鐙る人敷・地鮎など貢詔を通じて

現れた諸々のブトハ徒會問題，そして地方勝軍の開で生じた問題など，貢詔が

清朝全屋を通じてどのように腿化していったかをさらに解明する必要がある。

これらの問題については，すべて今後に期したい。

　　

第二節

　

アソダ闘係

　

ブトハニル祀會の人々の聞における経済交流の中で，生活必需品を持ってき

て，自由交易をするアソダと政府が指名したアルバ・アソダ（官アッダ）が存

在していた。アンダａｎｄａ叫は滞洲語で「友達，賓友，仲間」を意味する。オロ

ソチョソ人の生活にとっては，アフタの存在が大きな役割を果たしたに違いな

呻

　

たとえば，乾隆六十年に起こったソロソ副總管キサソ（奇三，斉散）は黒龍江勝軍

　

が詔皮を選ぶとき過酷という告訴事件（『泉副』フィルム読：一六〇，『黒龍江外記』，

　　

『達斡爾族祀會歴史調査』三三一三五頁）。及び光緒十一年ブトハ副總管ボドロ（博

　

多羅）が黒龍江勝軍を告訴した事件（『達斡爾族壮會歴史調査』三五頁，『光結朱批

　

奏摺』第一一七輯，三〇一一三一一頁を參照されたい）。これらについては，別稿で

　

まとめたい。

叫

　

アフタは満洲語で「anda」と書く，『御製清文鑑』人部・朋友類には「賓友」と漢

　

詳されている。満洲語で「gucu obｕ丘tuwara be anda sembi 友人として接するこ

　

とをandaという」と解輝されている。現在の「友達，友人，仲閲」という意味で

　

ある。『黒龍江外記』巻三に「雅登早俄倫春有布特暗官五員分治，三歳一易，読曰諸

　

達。諸達歳以征詔至其境，其人先期畢来，奉命唯謹，過此則深居不可踪追矣」とアル

　

バソ・アソダ（官アソダ）についての記載がある。アフタ（諸達，按答）については

　

『元史』本紀巻一，太祖，序言に「按答，華言交物之友也」と説明している。モソゴ

　

ル帝國時代の「anda」について，村上正二〔一九九三〕は「政治的連盟をandaと

　

いう（二七〇頁注八八）」と説明され，日本語では「義兄弟・盟友・同盟」（同書一五

　

八，一七六，二八九頁）」と異なった譚語を用いている。このほかandaについての

　

參照すべき研究はp. Pelliot･，〔一九五－〕二三二頁とG. Doerf er,〔一九六三〕一

　

四九一一五二頁，村上正二〔一九七〇〕一五八頁注五，本田貢信〔一九九一〕二四五

　

頁などがある。このほかアフタと同様のものがイスラム杜會にも存在することについ

　

ては，イブｙ・ファドラーソ〔一九六九〕（家島彦一譚注，二一～二四頁），佐藤圭

　

四郎〔一九八一〕（九〇一九一頁）を參照。
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い。そして，ブトハ耐二會の様々な問題の中で，人口敷はごく僅かであるオロソ

チョソとダグルの間で，商人であるアソダが介在してオi=･ソチョソの生活援助

を行っていた。このアソダの起源については『布特暗志略』人物に，

　　

土人でその地方で生活し，獲る特産物が足らず，必ず互いに交易し，それ

　　

によって需要を満たしている場合，雨家の情誼は比較的厚ければ，アソダ

　　

を結んで，それによって長きにわたる交流に資するのである。どうして交

　　

易によって友誼をなすことがなかろうか。なお元代のチソギス・ハソ喊

　　

吉斯汗）とジャムカ（託木合）がアソダを結ぶ遺制ではないか㈲。

とあるように，友人として交易を行うアソダが存在しており，アソダはもとも

とモンゴルの遺制であろう，と記録されている。アソダはもともとモンゴル時

代のユーラシア大陸で存在していた人間関係の結合で，モンゴル時代のアソダ

から由来するものである。史料上は遊牧民の生活の援助のために結成されたア

ソダの寅例は未見であるが，恐らくそのような互助機能を持つアソダが存在し

ていたと思われる。ここで清朝のブト八八旗のオロンチョソ・アソダについ

て，簡軍に注べることにする。

　

清代黒龍江ブトハの間では，康煕時代から既にアソダが存在しており，詔皮

と日常用品，米の交換を主な目的としていた。『黒橋』康煕三十一（一六九二）

年十二月二十五日附の書に，

　　

……詔皮の貢物を納めるダグル・スタルトゥ・ニルの貌騎校ボイゴソが報

　　

告したことは，「我らのニルのウソチアルが報告したことは，私のアソダ

　　

がジソキリ川に住んでいる。オｇソチョソ・ジュジェソチェ・ニルのホイ

　　

ルソガに，私は毎年馬と米を逸って，紹皮の貢物を交換していた。今年，

　　

馬と米を坦って，詔皮の貢物を納めに行ったとき，私のアソダ・ホイルソ

　　

ガが言うことには，『黒龍江アイフソ（珊暉）に住んでいる，正白旗のニ

　　

ル゜ジャソギンのハトゥ，領催チクワソダイが，今年私に馬一匹，米一ア

呻『布特喰志略』人物に

　　　

至於土人就地菅生，所獲土産不足，須雨互交易，以鹿需用者，則雨家情意較比篤

　　　

敦厚，結焉安達，以資常久交往,豊非以市易而成友誼。猶有元成吉斯汗負託〔札〕

　　　

木合結交安答之遺制献。（なお，託木合の「託」は「札」の誤字））

　

とあり，なお，チソギス＝ハソり戈吉斯汗）とジャムカ（託木合）については『元朝

　

秘史』Ⅲ，三三一三四頁を參照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－30－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

598

　　

チハ(aciha俵）を娩ってきて，五匹の紹皮を持って行った』と告げた。

　　

私は黒龍江に集合して，チウワソダイを訪ねたとき，チウワソダイが言う

　　

に，彼方のアソダ・ホイルソガに，私は米一アチハを具えたとき，私に詔

　　

皮五匹を具えた」と言った馬

とあるように，ダグルとオロソチョソが互いにアソダと呼びあっていることが

分かる。詔皮を納めるダグルのアソダがアイフソ駐防八旗の正白旗ニル・ジャ

ソギンと領催が米をオロソチョソ人に具えて，五匹の詔皮を持って行った，と

報告した。これはブト八八アバの装騎校と八旗に編制してアイフソに駐防させ

た旗人との間で生じた問題である。常時の詔皮は全てオロソチョソより得てい

る。納めるとき馬と米を具えて交換するのである。

　

しかし駐防八旗の披甲であるソロソ，ダグルらがひそかに馬と米を具えて，

詔皮を取ったら，ブトハ・八アバのダダルが牧集する詔皮が足りなくなると黒

龍江勝軍に報告している。

　

雍正年閲のアソダについては，貧困に迫られたオロソチョソにブトハのダグ

ルを派遣して，オロソチョソとアソダ関係を結んで，生活援助を行わせてい

た。

　　

前總管らがヒソガソ（興安）のオロソチョソ等が食べる米に困っていると，

　　

ブトハのダグルらと友人間係を結んで春秋二回會って，米を逍らせるので

　　

ある，オロソチョソらが詔皮で小さい物と交換するのである。米を逡ると

　　

きブトハのニル・ジャソギソー人，領催一人を選出して，米の量，租額を

　　

合計して責價を決めて具えよ。ブトハのダダル等をオ９ソチョソ等と共に

　　

アルバソ・アソダ（官アソダ）に結ばせるのは,特にオロソチョソ等に食べ

　　

る米を途って，詔皮と交易した。もし彼らが捕らえた物を全て納めたら，

　　

貧乏であるオロソチョソらがさらに盆がなくなる。このことについて，旨

　　

が「逃べた通りにせよ，これを軍機處に渡せよ」とあった吻。

とあるように，ブトハの中のダダルとオロソチョソの間に，友人として交易を

するアソダが存績し，ダブルがアンダとしてオロソチョンの生活保障に営たっ

呻『黒橋』康煕三十一年十二月二十五日附。

㈲『条副』民族事務類，其他項，第一五一一琥巻第一琥，雍正十三年正月十三日殊批

　　

（残件）「議奏布特喰達呼爾具顎倫春結盟事宜」を參照。
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ている。政府が派遣したアルバソ・アソダは基本的に請け負い制でのもと，オ

ロソチョソのものを買うのである。アソダは食料と布を持って行って，オロソ

チョソの人々に供給し，それでオロソチョソ人の毛皮及び鹿茸を勘定もせずに

持ち帰るのである馬政府が派遣してきたアルバソ・アソダ以外に，個人的な

アフタも存在していた。その多くはダダル人が推営していた。このほか清末に

なるとロシア人も商人として，オロソチョソ人とアソダ関係を結んでおり，互

いに自由に交易したのである呻。

　

しかし，このアソダ制度が，詔皮の強制買収の問題や，或いは病かに良い詔

皮を安く謳して買ったりする弊害を生じ，それが清末まで存在する。後にオロ

ソチョソ人がこれに堪えられず，自分らの自治を求めて，光緒八年の興安城副

都統衛門の成立に至るのである。清末のアソダ制度，その他の諸問題について

は，枚敷に限りがあるので，別稿で論じたい。

　

結語と展望

　

これまでの清朝八旗ニルに闘する研究は，主に八旗の軍事制度としての側面

に注目したものであり，様々な異なる部族のニル仕會で行われた様々な旗人社

會問題を取り上げた研究は殆どなかった。雍正帚はニルという軍事組織を基本

として清朝の八旗社會を捉え，中國祀會の蘇に営たる軍位として取り上げてい

る。しかし，このニルに居住している人々の生活，－ルの長官であるニル・ジ

ャソギソの承襲賓態，人々の生活の中で行われた文化娯楽活動，旗人信仰，そ

して生計を支えるために結んだ「アソダ」との日常生活の必要品の交換，一年

一回の「チウルガソ」（市場）での購買活動，ニルの戦士たちの武器を造る職

人，泌境地帯のニルの人々と外國との國際婚姻，生活するための農耕地の開

拓，狩猟，そして民國時代旗人祀會地位の低下と差別などの旗人祀會の大切な

ことについて，全く研究されていないことは，我々が清朝の八旗祀會に接近す

ることができないことの一つの要因である。これらのニルの日常生活で行われ

冊

　

内蒙古少敷民族趾會歴史調査組，中國祀會科學院内蒙古分院歴史研究所〔一九六

　

〇〕，四頁と内蒙古少敷民族壮會歴史調査組，内蒙古歴史研究所〔一九六三ａ〕一四

　

頁を參照。

呻

　

内蒙古少数民族壮會歴史調査組，内蒙古歴史研究所〔一九六三ｂ〕を參照。
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た光景が，清朝の満洲語槽案と書籍の中にしばしば見い出されることは，筆者

が最近進めつつある中國に残った膨大な滞洲語文献の検討を通じて明らかにな

ってきている。こうした光景は十九世紀以後ほとんど見られなくなるが，この

ような愛化の背景には一鰹何かあったのだろうか。一見些微にみえる事柄の背

後にも人間と人聞の関係の大きな愛化か隠されているのである。こうした問題

を中國の傅統的な祀會のあり方と比較，検討してみることは，今後の大きな研

究課題であろう。本稿では，特定のブトハ・ニル祀會のオロソチョソ・ニルに

限って検討してきたが，それはニル研究の一環として一端のみを解明したこと

にほかならない。より廣い硯野で清朝八旗祀會の賓態を解明することは，これ

からの大きな課題として，今後に期したいと思う。

　

〔附記〕本稿で利用した『軍機處腸文衆副奏摺』と『黒龍江将軍衛門槽案』

（康煕朝，雍正朝，乾隆朝），『清朝譜牒槽案』（内閣）は中國第一歴史槽案館満文

部主任呉元豊氏と筑波大學の楠木賢道氏および東京外國語大學アジア・アフリ

カ研究所の中見立夫氏から多大な援助とご教示を頂き，心から感謝したい。ま

た本稿は平成十三年度文部科學省科學研究費補助金（特別研究員奨働費）による

研究成果の一部である。

〔略語・主要文献目録〕

　

『碑傅集』：銭儀吉等纂輯『清朝碑傅全集』（全五冊）中文出版社，一九八五年，京都

　

『叢編』：『清代槽案史料叢編』第十四輯，中華書局，一九九〇年，北京

　

『高宗録』：『高宗実録』塵湾華文書局

　

『宮中橋』：『宮中橋雍正朝奏摺』第二八輯，國立故宮博物院印行，一九八〇年

　

r黒橋』：『黒龍江勝軍衛門橋案』（東京外國語大學アジア・アフリカ言語研究所所

　

蔵・マイクロフィルム・満文）

　

『會典』：『大清會典』（康煕朝一六二巻，雍正朝二五〇巻，乾隆一〇〇巻）

　

『泉副』・『軍機處満文豪副奏摺』（中國第一歴史橋案館所蔵・マイクロフィルム・腸

　

文）

　

『内國徨』：『満文内國史院橋』（中國第一歴史橋案館所蔵，猫文）

　

『内國橋詳』：『清初内國史院満文徨案詳編』上（中國第一歴史橋案館譚，光明日報出

　

版祀，一九八九年）

　

r世祖録』：『大清世祖章皇帚実録』一四七巻，豪湾華文書局

　

『聖祀録』：『大清聖祖仁皇帚実録』三〇三春，豪湾華文書局
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『太宗録』：『大清太宗文皇帚賞録』（順治初纂漢文凡四〇巻，康煕瀧文・漢文版凡六

　　

七巻，乾隆湯文・漢文版六八巻）

　　

『通譜』：『八旗満洲氏族通譜』（乾隆九年序）遼寧省圖書館古籍部整理，遼瀋書壮，

　　

一九八九年

　　

『選編』：『清代中俄関係槽案史料選編』（中國第一歴史雄案館編，中華書局，一九八

　　

一年，北京）

　　

『月摺』：『軍機處湯文月摺雄』（中國第一歴史雄案館所蔵・マイクロフィルム・満洲

　　

語）

　　

『源流考』：『欽定満洲源流考』二〇巻（漢文版『文淵閣四庫全書』史部，地理類，三

　　

都會郡部之萬，四九九冊所収）

　　

『則例』：『理藩院則例』乾隆朝内府抄本（中國祗會科學院中國遇疆史地研究中心

　

編

　　　

『清代理藩院資料輯泉』全國回書館文献縮微中心出版，頁一一一六八所牧，一九八八

　　

年）

　

【和文】

　

阿南

　

惟敬〔一九六六〕「涌洲八旗國初ニルの研究」『軍事史學』第六胱

　　　　　　　

〔一九七〇，一九七一〕「清初ニル額貝考」上・下，防衛大學校紀要，第一

　　　　　　　

九輯

　　　　　　　

〔一九七一〕「八旗通志旗分志〔鋪黄旗〕考」防衛大學校紀要，第二二輯

　　　　　　　

〔一九七四〕「八旗通志満洲管旗大臣年表〔鎧白旗〕考」防衛大學校紀要，

　　　　　　　

第二八輯

　　　　　　　

〔一九七五／三，一九七五／九〕「天聴九年専管ニル分定に関する新研究」

　　　　　　　

上・下，防衛大學校紀要，第三〇輯，第三一輯

　　　　　　　

〔一九七九〕「清の太宗の黒龍江征討について」

　　　　　　　　

（以上の論文は全て後の『清初軍事史論考』甲陽書房，一九八〇，に所

　　　　　　　

収）

　

安部

　

健夫〔一九七一〕『清代史の研究』創文壮

　

イプソ・ファドラーソ

　

家島彦‐

　

譚注

　　　　　　　

［一九六九］『ヴォルガ・ブルガル旅行記』アジアーアフリカ言語文化研究

　　　　　　　

所，東京外國語大學

　

今西

　

春秋〔一九六四〕『校注異域録』天理

　

片岡

　

一忠〔一九九一〕『清朝新疆統治研究』雄山閣出版

　　　　　　　

〔一九九八〕「朝賀規定からみた清朝と外藩・朝貢國の関係」『駒滓史學』

　　　　　　　

第五二読

　

加藤

　

直人〔一九九七〕「大興安嶺地区における「民族」と「地域」一光緒一一年，ブ

　　　　　　　

トハ總管衛門副總官ボドロの上訴をめぐってー」『歴史學研究』第六九八

　　　　　　　

胱

　

河内

　

良弘〔一九七一〕「明代東北アジアの詔皮貿易」『東洋史研究』第三〇巻第一胱，

　　　　　　　

後一九九二年に出版された『明代女貝史の研究』同朋舎，第十八章

　

詔皮
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貿易の展開，五九二一六五六により詳細な研究がなされている，併せて參

　　　　　　

照）

御田

　

信夫〔一九七八〕「東洋文庫所蔵満洲文文書の二三について」『東洋文庫書報』

　　　　　　

第一〇覗

楠木

　

賢道〔一九八七〕「『清代譜牒槽案内閣』について」『清史研究』三

　　　　　　

［一九九五ａ］「チチハル駐防シボ佐領の編立過程」石橋秀雄編『清代中國

　　　　　　

の諸問題』山川出版祗

　　　　　　

C一九九五ｂ］「『錐科史書』中の理藩院題本」『満族史研究通信』第五欲

　　　　　　

〔一九九六〕「黒龍江勝軍衛門檎案からみた康煕二十三年の露清関係」r歴

　　　　　　

史人類』第二四琥，筑波大學歴史・人類學系翌行

佐藤圭四郎〔一九八一〕『イスラーム商業史の研究』一鮒東西交渉史

　

東洋史研究叢刊

　　　　　　

之三三，同朋舎

佐々木

　

亨〔一九九四〕「日本人によるオｇソチョソに関する民族學的報告の比較研究

　　　　　　

一『那倫春の賞相』を中心に一」『北海道立北方民族博物館研究紀要』第

　　　　　　

三競，九三一一三七頁

杉山

　

清彦〔一九九八〕「清初正藍旗考一姻戚関係よりみた旗王握力の基礎構造」『史

　　　　　　

學雑誌』第一〇七編第七欲

治安部參謀司調査課

　　　　　　

〔一九三九／九〕『満洲に於ける部倫春族の研究』第一篇，興亜印刷株式會

　　　　　　

吐

　　　　　　

〔一九三九／十ａ〕『満洲に於ける耶倫春族の研究・馴鹿耶倫春族』第四

　　　　　　

篇，興亜印刷株式會社

　　　　　　

〔一九三九／十ｂ〕『満洲に於ける那倫春族の研究・耶倫春語』第五篇，興

　　　　　　

亜印刷株式會社

内藤虎次郎

　

編〔一九三五〕『噌補満洲寫貝帖』

畑中

　

幸子

　

〔一九九一〕「中國東北部における民族誌的複合」（畑中幸子，原山煌編

　　　　　　　

『東北アジアの歴史と社會』名古屋大學出版曾，一九九一，二一七一二七

　　　　　　

六頁）

細谷

　

良夫〔一九六八〕「清朝に於ける八旗制度の推移」『東洋學報』五一

　　　　　　

〔一九六八〕「八旗通志初集「旗分志」編纂とその背景一雍正朝佐領改革の

　　　　　　

一端」『東方學』第三六輯

　　　　　　

〔一九七七〕「盛京鏑藍旗新満洲の『世管佐領執照』について」『江上教授

　　　　　　

古稀記念論集・歴史編』東京，山川出版祗

　　　　　　

〔一九七八〕「八旗発羅佐領考」星博士退官記念中國史論集編集委員會（編）

　　　　　　　

『星博士退官記念中國史論集』

　　　　　　

〔一九八三〕「雍正におけるニルの名欲呼稀について」護雅夫『内陸アジ

　　　　　　

ア・西アジアの祗會と文化』東京，山川出版社

噌井寛也〔一九八六〕「新満洲ニル編成前後の東海フルガ部」『立命館文學』第四九
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六一四九八胱

　　　　　　　

〔一九八九〕「クルカkirkaとクヤラk£iyala一清代璋春地方の少敷民族

　　　　　　　

一」『立命館文學』第五一四琥

　

松浦

　　

茂〔一九八七〕「清朝遇民制度の成立」『史林』第七〇巻第四胱

　　　　　　　

〔一九九〇〕「康煕前半におけるクヤラ・新満洲佐領の移住」『東洋史研

　　　　　　　

究』第四八巻第四胱

　　　　　　　

〔一九九一〕「一八世紀末アムール下流地方の遜民組織」『鹿児島大學法文

　　　　　　　

學部紀要』人文學科論集，第三四貌

　　　　　　　

〔一九九四〕「十七世紀以後の東北アジアにおける経済交流」『松村潤先生

　　　　　　　

古稀記念清代史論叢』汲古書院

　　　　　　　

〔一九九五〕「清代中期における三姓の移住と佐領編制」石橋秀雄編『清代

　　　　　　　

中國の諸問題』山川出版社

　　　　　　　

〔一九九七〕「一八世紀のアムール川中流地方における民族交替一八姓と七

　　　　　　　

姓ヘジエの移住をめぐってー」『東洋學報』第七九巻第三読

　　　　　　　

〔一九九九〕「清朝のアムール地方統治一清朝が詔皮の徴収に涙遣した旗

　　　　　　　

人」『京都大學總合人閲學部紀要』第六巻，一一二－頁

　　　　　　　

〔二〇〇〇〕「ウリソの輸迭問題と遍民制度の改革」『京都大學總合人閲學

　　　　　　　

部紀要』第七巻，四七一六六頁

　

松田

　

壽男〔一九五七ａｂ〕「蘇子の招裂と管子の文皮」（『早楢田大學大學院文學研究

　　　　　　　

科紀要』第三輯，後『松田壽男著作集』三，二九三一三二五頁に所牧，一

　　　　　　　

九八七年），「戎盛と人參と詔皮」（『史學雑誌』第六六編第六胱，同上，

　　　　　　　

三二六一三四八頁）

　

三田村泰助〔一九六五〕「初期満洲八旗の成立過程」（『清朝前史の研究』東洋史研究

　　　　　　　

叢刊之一四，二八三一三二二頁

　

同朋舎）

　

村上

　

正二〔一九九三〕『モンゴル帚國史研究』風聞書房

　

本田

　

貢信〔一九九一〕『モンゴル時代史研究』東京大學出版會

　

柳滞

　　

明〔一九九二〕「内蒙古自治匹徨案館所蔵「呼倫貝爾副都統衛門徨案」」『涌

　　　　　　　

族史研究通信』第二胱

　　　　　　　

［一九九三］「開於呼倫貝爾八旗的設立」・『慶硯王鐘翰先生八十壽辰學術論

　　　　　　　

文集』遼寧大學出版社

　　　　　　　

〔一九九四〕「いわゆる『ブト八八旗』の設立について」『松村潤先生古稀

　　　　　　　

記念清代論叢』汲古書院

　　　　　　　

〔一九九五〕「『ブトハとフルンブイルにおける「八旗」の性格』一特に理

　　　　　　　

藩院との関係についてー」石橋秀雄編『清代中國の諸問題』山川出版社

　　　　　　　

［一九九七］「清代黒龍江における八旗制の展開と民族の再編」『歴史學研

　　　　　　　

究』第六九八貌

　

吉田

　

金一［一九八四］『ロシアの東方進出とネルチンスク條約』近代中國研究セソタ

　　　　　　　

ー
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【中文】

①〔論文〕

陳

　

佳華〔一九八一〕「八旗建立前満洲牛泉和人口初探」『中央民族學院學報』第一期

古

　

清尭〔一九九四〕「談博穆博果爾其人典清軍對索倫部的征討」『民族研究』一九九

　　　　　　　

四年第六期

郭

　

成康，劉

　

建新，劉

　

景憲［一九八二］「清入開前満洲八旗的固山額具」中國祗會

　　　　　　　

科學院歴史研究所清史研究所編『清史論叢』第四輯

郭

　

美蘭〔一九九四〕「従地域特徴看清政府對鄙倫春統治政策的得失」（中國祀會史第

　　　　　　　

五屈年回盟「地域社會典傅統中國」國際學術研討會論文）

劉

　

小萌〔一九九一〕「清前期東北優優‘徒民編旗’考察」呂一燃主編『中國優優史地

　　　　　　　

論集』黒龍江教育出版社，二一〇一二二七頁

　

呂

　

光天〔一九八－〕「論黒龍江流域上，中遊各族典明清南朝的隷属関係」『學習具探

　　　　　　　

索』第一期（以上の論文は後『北方民族原始社會形態研究』（寧夏人民出

　　　　　　　

版社，一九八一）に再録）

孟

　　

森〔一九五八〕「八旗制度考賞」『明清史論著集刊』上面，二一八一三一〇頁，

　　　　　　　

中華書局出版

莫

　

東寅〔一九五八〕「八旗制度」『満族史論叢』人民出版社，北京

屈

　

六生〔一九九五〕「清代軍機處満文櫃案綜遮」中國第一歴史鵠案館編『明清徨案具

　　　　　　　

歴史研究論文選』國際文化出版吐

呉一元豊〔一九九五〕「軍機處満文月摺包及其整理編目」中國第一歴史槽案館編『明清

　　　　　　　

橋案典歴史研究論文選』國際文化出版社

楊

　

余練〔一九八〇〕「簡論清代康煕時期的新満洲具布特喰八旗」『社會科學戦線』第

　　　　　　　

四期

周

　

遠廉〔一九八〇〕「清代前期的八旗制度」『社科輯刊』第六期

　　　　　

〔一九八二〕「関於八旗制度的問題」中國社會科學院歴史研究所清史研究所

　　　　　　　

編『清史論叢』第三輯

②〔著作〕

柴

　

徳森，唐

　

俊珊〔一九八六〕『部倫春風情』内蒙古人民出版社

曹

　

廷傑〔一八八五〕『東北優防輯要』

白

　　

藍〔一九九一〕『部倫春族』民族出版耐二

布特喰阿勒坦鳴塔〔一九三三〕『達斡爾蒙古考』東布特喰八旗箸辨處翌行，奉天開東印

　　　　　　　

書館印刷

陳

　

文石〔一九九一〕『明清政治吐會史論』（上，下冊）皇湾學生書局

都

　

永浩〔一九九三〕『鄙倫春族・游猟・定居・登展』中央民族學院出面

部倫春簡史編寫組〔一九八三〕『部倫春族簡史』内蒙古人民出版祗

　

『部倫春自治旗概況』編寫組〔一九八一〕『部倫春自治旗概況』内蒙古人民出版社

韓

　

有峰〔一九九一〕『鄙倫春風俗志』中央民族學院出版社

何

　

秋濤〔一八五八〕『朔方備乗』
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孟

　

定恭〔一九六八〕『布特暗志略』（王有立主編

　

中華文史叢書第三輯，三七二－五

　　　　　　

四二頁，豪湾華文書局所牧）

　

内蒙古少敷民族吐會歴史調査組，内蒙古歴史研究所

　　　　　　

〔一九六三ａ〕『遜克蒜新興村調査報告一鄙倫春族調査材料之十二』

　　　　　　

〔一九六三ｂ〕『那倫春自治旗甘奎托札敏努圖克和黒龍江省呼馮蒜十八姑那倫

　　　　　　　

春族社會歴史補充調査報告一耶倫春族調査材料之十三』

　

内蒙古少敷民族吐會歴史調査組，中國吐會科學院内蒙古分院歴史研究所

　　　　　　

〔一九六〇〕『那倫春自治旗甘奎努圖克調査報告―那倫春族調査材料之八』

　

秋

　　

浦〔一九八〇〕『郡倫春吐會的翌展』上海人民出版吐

　

全國人民代表大會民族委員會辨公室編

　　　　　　

〔一九五七〕『内蒙古自治区呼倫貝爾盟阿柴旗査巴奇郷索倫族情況』

　

沈

　

斌華，高

　

建綱〔一九八九〕『那倫春族人口概況』内蒙古大學出版吐

　

瀋陽故宮博物院編〔一九八七〕『盛京皇故』紫禁城出版吐

　

唐

　

道福〔一九八三〕『那倫春問題』黒河行署人口普査辨公室

　

于

　

多三〔一九三三〕『庫馮爾路那倫春歴史沿革概要』内蒙東北少敷民族調査組印，一

　　　　　　　

九五七年

　

鄭

　

東日〔一九八五〕『那倫春社會愛遷』延遜人民出版社

　

趙

　

復興〔一九八七〕『那倫春族研究』内蒙古人民出版社

　　　　　　

［一九九一］『那倫春族遊猟文化』内蒙古人民出版吐

　

夏旦大學歴史系『沙俄侵華史』編寫組〔一九八六〕『沙俄侵華史』上海人民出版吐

　

劉

　

民馨，孟

　

憲章［一九八九］『十七世紀沙俄侵略黒龍江流域編年史』中華書局

　

中國吐會科學院近代史研究所〔一九七八〕『沙俄侵華史』第一巻，第二巻

　

黒龍江省槽案館，黒龍江省民族研究所編〔一九八五〕『黒龍江少敷民族』暗爾漬（内部

　　　　　　　

翌行）

　

【洋書】

　

G. Doerf eら〔1963-１９７５;S　Ｔｕｒkiｓｃｈｅ ｕｎｄ ｍｏｎｇｏｌｉｓｃｈｅＥＪｅｍｅｎtｅ ｉｍ Ｎｅｕｐｅｒｓiｓｃｈｅｎ、

　　　　　　　

Ｕｎtｅｒ ｈｅｓｏｎｄｅｒｅｒ Ｂｅｒｕckｓichｔigｕｎｇ ａｌtｅｒｅｒ ｎｅｕｐｅｒｓiｓｃｈｅｒ Ｇｅｓｃｈｔ-

　　　　　　　

chtｓｑｕｅｌｌｅｎ，　ｖｏｒ Ｍｅｍ ｄｅｒ Ｍｏｎｇｏｌｅｎ-ｕｎｄ Ｔｉｍｕｒｉｄｅｎｚeiｔ.Band ｌ-

　　　　　　　

IV, Wiesbaden.

　

p. Pelliot･ﾀet Ｌ. Hambisり〔1951〕Hiｓfoｒｅ ｄｅｓ Ｃａｍｐａｇｎｅｓ ｄｅ Ｇｅｎｇｔｓ随･an, Leiden.

　

Ｐ. Ｇ. ゛ｏｎ Malendorff,〔1892〕Ａ Ｍａｎｃｈｕ Ｇｒａｍ？ＴＵＬＴ，　Ｓhanghai.
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χi'sviews and their manifest glory firstblossｏｍｅｄ｡

　　　

The exchanges between Lu Zu-jian and Zhu χi display the character

of being an argument regarding the earlierconventional understanding of

the teachings of Zhu χi. The criticism of those like Wan Ren-jie can be

characterized as being criticallyconcerned with those who later attempted

to replicatethe teachings of Zhu χi and his own secondary arguments.

Here one can see an aspect of the birthplace of the consciousness of the

orthodox succession of the teachings of Zhu χi. This also demonstrates

that the groundwork was being laid for the reproduction of Zhu χi'ｓ

teachings following the master's death.

THE FORMATION OF THE NIRU OF THE ORONCON

　

UNDER THE QING DYNASTY AND AN ASPECT

　　　　　　　　　　

OF BUT!£4 SOCIETY

Kicengge

　　

As an integral part of my study of the society of the niru, the companies

and their commanders, of the Eight BanneＩＳ,　iakｕｎｇｕｓａ.of the Qing

Dynasty, I take up in this article the niru of the Oroncon, who belonged

to the iakｕｎ ｉａｌａｎ八圖，ａunit of the Eight Banners, and were part of

hｕtha　ｓociety,i.e., a society whose main occupation was hunting. ぺAwhile

attempting to consider the origins of their formation and the process and of

their incorporation into the Eight Banners, l have made clear the following

points by focusing my analysis more specifically on the social structure of

the Bannermen and the problems the society faced from the point of view

the relationships oi　ａｎｄａ(friendship) and tribute game 貢詔･

　　

First, in early Qing times, the Solon with whom the Oroncon were

included, were firstconsidered by the Qing authorities as Outer Bannermen

（ｄｅｒｅｉｅｏｌｏ),and they were designated as being in the same jurisdiction

as the Mongols, that of the Eastern Barbarians, from early Qing to

the thirtieth year of the Kang-xi era.　　　The iakｕｎ ｉａｌａｎwhich was

subsequently composed of the Solon, Dagur, and Oroncon tribes after the

twenty-ninth year of the　Kang-χi　era, had　originally　been　under the
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jurisdiction of the Court of Colonial Affairs 理藩院, but from the thirtieth

year of the era, jurisdiction was clearly transferred to the General of Hei

long Jiang 黒龍江(Sahaliyan-ula).　Then, I demonstrate that the establish-

ment of the　iakｕｎｉａｌａｎｗａＳconducted with the aim of concentrating

direct control of the tribes who had originally lived scattered along the Hei

long Jiang region, as ａ part of the Qing policy of military preparedness

in the Hei long Jiang region and of consolidation of its borders｡

　　

Ｎｅχt,I argue that when the jaほれｉａｌａｎ　ｗereawarded ａ banner color

in the tenth year of the Yong-zheng era, the ｍｒｕof the Oroncon of the

hｕtｈａsociety were thereby incorporated into the Bannermen. l also make

clear that as ａ result, theｓe hｕtｈａpeople were divided into two groups,

those of the Provincial Bannermen whose fifty companies moved to Hulun

Buir and those of the fifty-eight companies who remained in their homeland｡

　　

Finally, l take up and ｅχamine the relationships of tribute game and

ａｎｄａ(friendship) that was ａ part ｏt　ｈｕtｈａsociety of the Oroncon　ｍｒｕ

and make clear the role that each played in the relationship to the Qing

dynasty.
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